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○指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の頼の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十八号）（抄）  

（変更点は下線部）  

現  行  改 正 案  

別表  

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表  

1 介護予防認知症対応型通所介護費   

イ 介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅰ）   

（1）介護予防認知症対応型通所介護費（i）  

卜）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2   

（2）介護予防認知症対応型通所介護費（ii）  

ト）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

に）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2   

ロ 介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅱ）   

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  

卜）要支援1  

（二）要支援2   

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

別表  

指定地域密着型介護予防サービス介護給付費単位数表  

1介護予防藷知症対応型通所介護費   
イ 介護予防認知症対応型通所介護費（Ⅰ）   

（1）介護予防認知症対応型通所介言隻責（i）  

卜）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2  

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  

b 要支援2   

（2）介護予防認知症対応型通所介護費（ii）  

卜）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

に）所要時間4時間以上6時間未満の場合  
a 要支援1  
b 要支援2  

（三）所要時間6時間以上8時間未満の場合  

a 要支援1  
b 要支援2   

ロ 介護予防認知症対応型適所介護費（Ⅱ）   

（1）所要時間3時間以上4時間未満の場合  
（一）要支援1  

（二）要支援2   

（2）所要時間4時間以上6時間未満の場合  

460単位  

509単位   

621単位  

691単位   

835単位  

さ34単位  

460単位  

509単位   

621単位  

691単位   

835単位  

934単位  

419単位  

462単位   

561単位  

624単位   

751単位  

839単位  

419単位  

462単位   

561単位  

624単位  

751単位  

839単位  

218単位  

230単位   

218単位  

230単位  
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311単位  

329単位  

ト）要支援1  

に）要支援2  

卜）要支援1  

（コ 要支援2  

311単位  

329単位  

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合   

卜）要支援1  435単位   

に）要支援2  460単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  
て市町村長に届け出た単独型■併設型指定介護予防認知症対応  
型適所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の  

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに  
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成1  

8年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービ  
ス基準」という。）第5条第1項に規定する単独型・併設型指  

定介護予防認知症対応型適所介護事業所をいう。以下同じ。）  

又は共用型指定介護予防認知症対応型適所介護事業所（指定地  
域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型  
指定介護予防認知症対応型適所介護事業所をいう。以下同じ。）  
において、指定介護予防認知症対応型通所介護（指定地域密着  
型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症  

対応型通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施  
設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、  

現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型退所介護計画   
（指定地域密着型介護予防サービス基準第42条に規定する介護  

予防認知症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた内  

容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準  
的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者  
の数又は看護職貞（看護師又は准看護師をいう。以下同じ。）  

若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該  
当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  

る。   

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、  
所要時間2時間以上3時間未満の指定介護予防認知症対応型通  
所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分に従い、イ   
（1）ト）若しくは（2）ト）又はロ（1）の所定単位数の100分の70に相当する  

単位数を算定する。   

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上   

（3）所要時間6時間以上8時間未満の場合  
（－）要支援1  435単位   

に）要支援2  460単位  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし  
て市町村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応  
型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの事業の  

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに  
係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成1  

8年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービ  

ス基準」という。）第5条第1項に規定する単独型・併設型指  

定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）  

又は共用型指定介護予防認知症対応型適所介護事業所（指定地  
域密着型介護予防サービス基準第8条第1項に規定する共用型  
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）  
において、指定介護予防言恵知症対応型通所介護（指定地域密着  

型介護予防サービス基準第4条に規定する指定介護予防認知症  
対応型通所介護をいう。以下同じ。）を行った場合に、当該施  
設基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて、  
現に要した時間ではなく、介護予防認知症対応型通所介護計画  
（指定地域密着型介護予防サービス基準第42条に規定する介護  

予防認知症対応型通所介護計画をいう。）に位置付けられた内  
容の指定介護予防認知症対応型通所介護を行うのに要する標準  

的な時間で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者  
の数又は看護枇員（看護師又は准看講師をいう。以下同じ。）  

若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該  

当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定す  
る。   

2 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、  
所要時間2時間以上3時間未満の指定介護予防認知症対応型適  
所介護を行う場合は、注1の施設基準に掲げる区分lこ従い、イ   

（1）（－）若しくは（2）H又はロ（1）の所定単位数の100分の70に相当する  

単位数を算定する。   

3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上  
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8時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合   

又は所要時間6時間以上8時間未満の指定介護予防認知症対応   
型適所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場   

合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時   
間と当該指定介護予防認知症対応型通所介護の前後に行った日   

常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい   

て「算定対象時間」という。）が8時間以上となるときは、算   
定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間   
以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市   
町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   

日につき50単位を所定単位数に加算する。  

8時間未満の指定介護予防認知症対応型通所介護を行った場合   

又は所要時間6時間以上8時間未満の指定介護予防認知症対応   
型通所介護を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場   
合であって、当該指定介護予防認知症対応型通所介護の所要時   
間と当該指定介護予防認知症対応型通所介護の前後に行った日   

常生活上の世話の所要時間を通算した時間（以下この注におい   
て「算定対象時間」という。）が8時間以上となるときは、算   
定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間   
以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。  

4 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市   
町村長に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1   
日につき50単位を所定単位数に加算する。  

5 別lこ厚生労働大臣が定める基準に適■合しているものとして市   

町村長即予防認知症対応型通   

所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事   
業所において、瑚（平成1   
0年政令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知   
症によって法第7条第4項に規定する要支援者となった者をい   
う。以下同じ。）に対して、指定介護予防認知症対応型適所介   

護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1   

日につき60単位を所定単位数に和算する。  

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分   
以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業   

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ   
ージ指圧師を1名以上配置しているものとして市町村長に届け   
出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機   
能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種   
の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当   

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算   

する。  

ヱ 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   
長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし   
て、個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、   

旦 指定介護予防認知症対応型通所介護を行う時間帯に1日120分   
以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業   
療法士、言言吾聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサ   
ージ指圧師を1名以上配置しているものとして市町村長に届け   
出た指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者に対して、機   
能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種   
の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当   

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個   

別機能訓練加算として、1日につき27単位を所定単位数に加算   

する。  

旦 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   
長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある   
利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的とし   
て、個別的に実施される栄養食手相談等の栄養管理であって、  
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利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの  

（以下この注において「栄養改善サービス」という。）を行っ  

た場合は、栄養改善加算として、1月につき100単位を所定単位   

利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの   

（以下この注において「栄養改善サービス」という。）を行っ   

た場合は、栄養改善加算として、1月につき150単位を所定単位   
数に加算する。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看  

護職鼻、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、  

利用者ごとの摂食・噴下機能及び食形態にも配慮した栄養ケ  
ア計画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い．管理栄養士等が栄養改善  
サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的  
に記録していること。   

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する  
こと。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併  
設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指  
定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。  

邑 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   
長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と   

して、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂   
食・喋下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用   
者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以   
下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行つ  

数に加算する。   

イ 管理栄養士を1名以上配置していること。   

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看  

護職貞、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、   
利用者ごとの摂食・喋下機能及び食形態にも配席した栄養ケ  
ア計画を作成していること。   

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に、従い管理栄養士等が栄養改善  
サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的  
に記録していること。   

二 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価する  
こと。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併  

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指  
定介護予防認知症対応型適所介護事業所であること。  

乙 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村   
長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれ   
のある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的と   

して、個別的に実施される口腔清掃の指導書しくは実施又は摂   
食・礁下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用   
者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以   
下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を行っ   

た場合は、口腔機能向上加算として、1月につき100単位を所定  につき150単位を所定  た場合は、口腔機能向上加算として、1月   

単位数に加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して   
いること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯   

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の   

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作   
成していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、   

歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行ってい   
るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。  

単位数に加算する。  

イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置して   
いること。  

ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯   

科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の   

者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作   
成していること。  

ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、   
歯科衛生士又は看護職鼻が口腔機能向上サービスを行ってい   
るとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。   
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ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期   

的に評価すること。   

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併   

設型指定介護予防認知症対応型適所介護事業所又は共用型指   

定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。  

邑 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養   
介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多   
機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて   
いる間は、介護予防認知症対応型通所介護責は、算定しない。  

ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期  
的に評価すること。  

ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している単独型・併  

設型指定介護予防認知度対応型適所介護事業所又は共用型指  
定介護予防認知症対応型通所介護事業所であること。   

旦 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養  

介護、介吉隻予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多  
機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護を受けて  
いる間は、介護予防認知症対応型通所介護費は、算定しない。  

ハ サービス提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町  

村長に届け出た単独型・併設型指定介護予防認知症対応型適所介  
事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所が、  

利用者に対し、指定介護予防認知症対応型適所介護を行った場合  
は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単  
位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定して  

いる場合においては、次lこ掲げるその他の加算は算定しない。  

（1）サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  12単位  

（2）サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  6単位  
2 介護予防小規模多機能型居宅介護費   

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費（1月につき）  
（1）要支援1  4，469単位  

（2）要支援2  7，995単位  

注1 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密  

着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護  
予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に  
登録した者について、登録者の要支援状態区釧こ応じて、登  

録して 

ただし、登録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が  
定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めると  
ころにより算定する。  

2 介護予防小規模多機能型居宅介護費   

イ 介護予防小規模多機能型居宅介護費（1月につき）   

（1）要支援1  4，469単位   

（2）要支援2  7，995単位   

注1 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（指定地域密着  
型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防  
小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）に登録し  
た者について、登録者の要支援状態区分に応じて、登録してい  

る期間1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、登  
録者の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に  
該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定  

する。  

2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通い  
サービス（指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項  
に規定する通いサービスをいう。）、訪問サービス（指定地域密  

ト ‥   

着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する訪問サービ  
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スをいう。）及び宿泊サービス（指定地域密着型介護予防サー  

ビス基準第44条第5項に規定する宿泊サービスをいう。）の算  
者1人当たり平均回数が、  定月における提供回数について、登   

週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単  
位数を算定する。   

旦 量塵量が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養  

介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対  
応型共同生活介護を受けている間は、介護予防小規模多機能型  
居宅介護費は、算定しない。   

旦 堂塵量が－の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に  
おいて、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域密着  
型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防小規模  

多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受けている間は、当  

該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護  
予防小規模多機能型居宅介護事業所が指定介護予防小規模多機  
能型居宅介護を行った場合に、介護予防小規模多機能型居宅介  
護貴は、算定しない。  

ロ 初期加算  30単位   

注 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から  

起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につ  

き所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院  
後に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した  

場合も、同様とする。  
ハ 事業開始時支援加算   

川瑚 500単イ立  （2）潮 300単位   

注1（川こついては、事業開掛後1年未満の指定介護予防小規模多  

機能型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登録者の数  

が登録定員（指定地域密着型介護予防サ「ビス基準第47条に規  
定する登録定員をいう。1輝こ満たない手旨  

定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所について、平成24年3  

月31日までの間、1月につき所定単位数を加算する」し  

2瀬後1年以上2年未満の指定介護予防  
小規模多磯節型居宅介護事業所であって、算定月までの間、登  

録者の数が登録定員の100分の80に満たない指定介護予防小規墜   

旦 剋旦量が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療  

養介護、介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知  
症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防小規模多  
機能型居宅介護費は、算定しない。  

旦 剋旦量が－の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所  
において、指定介護予防小規模多機能型居宅介護（指定地域  
密着型介護予防サービス基準第43条に規定する指定介護予防  

小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。）を受けている  

間は、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外  
の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が指定介護予  
防小規模多機能型居宅介護を行った場合に、介護予防小規模  
多機能型居宅介護費は、算定しない。  

口 初期加算  30単位   

注 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録した日から  

起算して30日以内の期間については、初期加算として、1日につ  

き所定単位数を加算する。30日を超える病院又は診療所への入院  
後に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用を再び開始した  
場合も、同様とする。  
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平成24年3月31日までの間、  多機能型居宅介護事業所について、   

1月につき所定単位数を加算する。  

ニ サービス提供体制化加算   
注 河‖こ厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町   

村長に届け出た指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が、  
登録者に対し、指定介護予防小規模多機能型居宅介護を行った場  
合は、室蜘所定   

を  

500単位  

350単位  

350単位  

川 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

ほ） トビス提供体制強化加筆（Ⅱ）  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費   
イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費（1日につき）   831単位   

口 介護予防短期利用共同生活介護費（1日につき）  861単位   

注ユ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  
労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同  
生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第  

1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を  
いう。以下同じ。）において、指定介護予防認知症対応型共同生  
活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第69条に規定する  
指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、▲それぞれ所定  
単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関  
する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する  
単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚  
生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が  
定めるところにより算定する。   

2 矧‖こ厚生労働大臣が定める施設基準lこ適合する指定介護予防遡  

知症対応型共同生活介護事業所であって、手旨定地域密着型介護予  

防サービス基準第70条第1項に規定する夜間及び深夜の勤務を行  
わせるために必要な数に1を加え七数以上の数の介護従業者1選  

定地域密着重介護予防サービス基準第70条第1項に規定する介塵  
従業者をいう。）を配置しているものとして市町村長に届け出た  

3 介護予防認知症対応型共同生活介護費   

イ 介護予防認知症対応型共同生活介護費（1日につき）   831単位   

口 介護予防短期利用共同生活介護費（1日につき）  861単位  

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生  

労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満た  
すものとして市町村長に届け出た指定介護予防認知症対応型共同  
生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準第70条第  

1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所を  
いう。以下同じ。）において、指定介護予防認知症対応型共同生  
活介護（指定地域密着型介護予防サービス基準第69条に規定する  
指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）を  
行った場合に、当該施設基準に掲げる区分に従い、それぞれ所定  

単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関  

する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する  

単位数を算定する。なお、利用者の数又は従業者の員数が別に厚  

生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が  
定めるところにより算定する。  
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指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては、夜間  

ケア加算として、1日につき25単位を所定単位数に加算する。   3瀬第8条第16項lこ規定   
する掛れる   

ため、叩引こ指定介耗予防認知症対  

応型共同生活介卿引こ対  

し、指定介護予防認知症対応型共同生活介護を行った場合は、入   

局を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき200単   
位を所牢単位数に加算する。   

牛別に厚生労働大臣が定める基準lこ適合しているものとして市町   

村長に届け出た指定介護予卿こ   

おいて、雲脚知症対応   

型共同生活介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算   
として、1日につき120単位を所定単位数に加算す坤注   
3を算零している場合は算定しない。  

ハ 初期加東  30単位   

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間について  

は、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。  

蔓潮 400単位   

注 利用期間が1月を超える利用者が退居し、その居宅において介   

軒予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用する場合   

にぉいて、彗碑当該利用者及びその家族等に対   

⊥て埠唇後の介護予防サービス、地域密着型介桂予防サービスそ   
卯世の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助を行  
い、かつ、当該利用者の同意を得て、退居の甲から2週間以内に  
堅顧Rlトた6鮎胆眉間鮎良房那弱日頃日間蘭踊H罰ヨ旧臣／H璽 冒消H宅   

翠び老人介諌支援センター（老人福祉法（昭利嘩   
第20条の7の2に規定する老人介護支逢土地⊥」型昼   
地域包括支鱒センター（法第115条岬越   
包括支援センタ㈱劉犬況を   

示す文書を添えて当該利用者に係る介護予防サービス又は地域蜜   

着型介護予防サービスに必要な情報を提供した場合に、利用者1  

人につき1回を限度として算定する。  
ホ偲知症専門ケア加農   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町   

ハ 初期加算  30単位   

注 イについて、入居した日から起算して30日以内の期間について  

は、初期加算として、1日につき所定単位数を加算する。  
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事業所が、  村長に届け出た指定介護予防認知症対応  型共同生活介  

別に厚生労働大臣が定める者に対し専門的な認知症ケアを行った   
場合には、牌従い、1日につき次に掲げる   

所定単位数を加算する。ただし、瑚、の加算を算  

定している場合においては、次lこ掲げるその他の加算は算定しな  
邑」   

（1）認知症専門ケア加算（Ⅰ）  3単位   （2）吉郷 4単位  

ヘ サービえ提供体制強化加算   

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合してい‡るものとして市町  
某所が、  共 同生活介諌   予防認知症対応型  村長に届け出た指定介  

利用者に申し、指層介護予防認知症対応型共同生活介護を行った  

場合は、輝き次に掲げる所  
定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定  

その他の加算は算定しない。  している場合においては、次に掲げる   

川 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  

ほ）tトービス提供体制強化加算（Ⅱ）  

（3）サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  
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○指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成十八年厚生労働省告示第百二十九号）（抄）  

改 正 案  現  行  

別表  

指定介護予防支援介護給付費単位数表  

介護予防支援費   

イ 介護予防支援費（1月につき）  

別表  

指定介護予防支援介護給付責単位数表  

介護予防支捜費   

イ脚 412単位  

注1 介護予防支援費は、利用者に対して指定介護予防支援（介護  
保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第58条第  

1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）を行い、  

かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び  

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的  
な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以  
下「基準」という。）第13条第1項の規定に基づき、同項に規  
定する文書を提出している指定介護予防支援事業者（法第58条  
第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）について、  

所定単位数を算定する。  

旦 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介言葉又は介  
護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型  
共同生活介護（介護予防短期利用共同生活介護費を算定する場  
合を除く。）を受けている場合は、当該月については、介護予  
防支援費は、算定しない。   

口 初回加算  叩0単位  

注 指定介護予防支援事業所（基準第2条に規定する指定介護予防  
支援事業所をいう。）において、新規に介吉隻予防サービス計画（法  

第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。）を  

作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、  
初回加算として、＿L邑につき所定単位数を加算する。   

ハ働 300単位   

注瑚密着  

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域  

400単位   

注1 介護予防支援費は、利用者に対して指定介言隻予防支援（介護  
保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第58条第  

1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。）を行い、  

かつ、月の末日において指定介護予防支援等の事業の人員及び  

運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的  
な支援の方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第37号。以  
下「基準」という。）第13条第1項の規定に基づき、同項に規  
定する文書を提出している指定介護予防支援事業者（法第58条  
第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。）について、  

所定単位数を算定する。   

旦 利用者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介  
護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型  

共同生活介護（介護予防短期利用共同生活介護黄を算定する場  
合を除く。）を受けている場合は、当該月については、介護予  
防支援費は、算定しない。  

ロ 初回加算  250単位   

注 指定介護予防支援事業所（基準第2条に規定する指定介護予防  
支援事業所をいう。）において、新規に介護予防サービス計画（法  

第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。）を   

作成する利用者に対し指定介護予防支援を行った場合については、   

初回加算として、⊥塾につき所定単位数を加算する。  
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密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の  

方法に関する基準（平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地  
域密着型介護予防サービス基準」という。）第43条に規定する指  定介卿）の利用  
を開始する際に、彗抑隻予  

第1項に規定する指定介桂予防小規模多機能型居宅介護事業所を  
いう。以下同じ。）lこ提供し、当該指定介護予防小規模多機能型  
居宅介護事業所における指定介御用に係る計  

画（指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定す  
る指定介護予防サービス等の利用に係る計画をいう。以下同じ。）  
の作成等に協力した場合に、瑚だし、こ  
の場合において、利用開始日前6月以内lこおいて、当該利用者に  

皐る当該指定介御幸菓所の利用につ  

いて本加算を算定している場合は、算定しない。  
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○厚生労働大臣が定める特定診療費に係る指導管理等及び単位数（平成十二年厚生省告示第三十号）（抄）  
（変更点は下線部）  

改 正 案   現  行  

別表  

1 感染対策指導管理（1日につき）  5単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事  
業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基  
準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい  

う。）第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、  

介護老人保健施設及び指定居宅サービス基準附則第5条第3項によ  
り読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合  

診療所であるものを除く。以下同じ。）、指定介護療養型医療施設（介  

護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第48条第1  
項第3号に規定する指定介吉蔓療養型医療施設をいう。以下同じ。）  

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介言隻予防サービス  

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係  
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚  
生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。）第187  

条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、  
介護老人保健施設及び介護予防サービス基準附則第5条第3項によ  
り読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基準適合  

診療所であるものを除く。以下同じ。）において、常時感染防止対  
策を行う場合に、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基準第1  

41条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）、指定介  

護療養施設サービス（法第48条第1項第3号に規定する指定介言隻療  
養施設サービスをいう。以下同じ。）又は介護予防指定短期入所療  
養介護（介護予防サービス基準第186粂に規定する指定介護予防短期  

入所療養介護をいう。以下同じ。）を受けている利用者又は入院患   

薫と妄Pいて、所定単位数を算定する8  

2 裾療対策指導管理（1日につき）  5単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事  
業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護  

感染対策指導管理（1日につき）  5単位  

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事   
業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基   
準（平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス基準」とい   

う。）第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいい、   

介護老人保健施設及び指定居宅サービス基準附則第5条第3項によ   
り読み替えられた指定居宅サービス基準第144条に規定する基準適合   

診療所であるものを除く。以下同じ。）、指定介言章療養型医療施設（介   

護保険法（平成9年法律第123号。以下「法」という。）第48条第1   
項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）   

又は指定介護予防短期入所療養介護事業所（指定介護予防サービス   

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係   
る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚   

生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準」という。）第187   

条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護事業所をいい、   
介護老人保健施設及び介護予防サービス基準附則第5条第3項によ   
り読み替えられた介護予防サービス基準第189条に規定する基準適合   

診療所であるものを除く。以下同じ。）において、常時感染防止対   

策を行う場合に、指定短期入所療養介護（指定居宅サービス基準第1   

41条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）、指定介   

護療養施設サービス（法第48条第1項第3号に規定する指定介護療   

養施設サービスをいう。以下同じ。）又は介護予防指定短期入所療   

養介護（介護予防サービス基準第186条に規定する指定介護予防短期   

入所療養介護をいう。以下同じ。）を受けている利用者又は入院患   

薫と；Pいて、所定単位数を算定する。  

2 裾瘡対策指導管理（1日につき）  5単位   

注 別に厚生労働大臣が定める基準を満たす指定短期入所療養介護事   
業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護  
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L 一・・1・】己－・エ 守一一 下  

じよくそう   

事業所において、常時神瘡対策を行う場合に、指定短期入所療養介   

護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護   
を・受けている利用者又は入院患者（日常生活の自立度が低い者に限   

る。）について、所定単位数を算定する。   

初期入院診療管理  250単位  

注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定める基   
準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、   
検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院   

中1回（診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回）を  

じょくそう   
事業所において、常時裾療対策を行う場合に、指定短期入所療養介   

護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護  

を受けている利用者又は入院患者（日常生活の自立度が低い者に限  

る。）について、所定単位数を算定する。  

3 初期入院診療管理  250単位   

注 指定介護療養型医療施設において、別に厚生労働大臣が定める基  

準に従い、入院患者に対して、その入院に際して医師が必要な診察、  

検査等を行い、診療方針を定めて文書で説明を行った場合に、入院  

中1回（診療方針に重要な変更があった場合にあっては、2回）を  

限度として所定単位数を算定する。  

4 重度療養管理（1日につき）  120単位   

注 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護療養型医療施設におい  

て、指定短期入所療養介護又は指定介護療養施設サービスを受けて  

いる利用者又は入院患者（要介護4又は要介護5に該当する者に限  

限度として所定単位数を算定する。  

4 重度療養管理（1日につき）  120単位   

注 指定短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護を   

受けている利用者（要介護4又は要介護5に該当する者に限る。）   

であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画   
的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った  

場合に、所定単位数を算定する。   

5 特定施設管理√（1日につき）  250単位   

注1指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  
定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症  
候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定  
短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟（介護保険法施行  
令（平成10年政令第412号）第4条第2項に規定する病床により構  
成される病棟をいう。以下同じ。）において行われるもの車除く。）、  

指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において  
行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老  
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を行う  

場合に、所定単位数を算定する。  
2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に  
感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介  
護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、   

指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において  
行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老  
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を行う  
場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、  

る。）であって別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、   

計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行  

った場合に、所定単位数を算定する。  
5 特定施設管理（1日につき）  250単位   

注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  

定介護予防短期入所療養介護事業所において、後天性免疫不全症  
候群の病原体に感染している利用者又は入院患者に対して、指定  
短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟（介護保険法施行  
令（平成10年政令案412号）第4条第2項に規定する病床により構  
成される病棟をいう。以下同じ。）において行われるものを除く。）、  

指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において  
行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老  
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を行う  
場合に、所定単位数を算定する。  

2 個室又は2人部屋において、後天性免疫不全症候群の病原体に  
感染している利用者又は入院患者に対して、指定短期入所療養介  
護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、  

指定介吉董療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において  

行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老  
人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を行う  
場合は、所定単位数に個室の場合にあっては1日につき300単位、  
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2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。  
6 重症皮膚潰瘍管理指導（1日につき）  18単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た■指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養  
型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指  
定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われる  
ものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養  

病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療   
養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）  

を受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚潰療を有してい  
るものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養  
上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。  

7 薬剤管理指導  350単位   

注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  
定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣  
が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け  
出たものにおいて、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療  
養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービ  

ス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）  

又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟  
において行われるものを除く。）を受けている利用者又は入院患  
者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、  

週1回に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。  
2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬  
又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関す  
る必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数  
に50単位を加算する。  

8 医学情報提供   

イ 医学情報提供（Ⅰ）  220単位   

口 医学情報提供（Ⅱ）  290単位   

注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所、  

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介  
護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病  
棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス  
（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）  

2人部屋の場合にあっては1日につき150単位を加算する。  
6 重症皮膚潰癌管理指導（1日につき）  18単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  

道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養  

型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指  
定短期入所療養介言隻（老人性認知症疾患療養病棟において行われる  

ものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養  

病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療  

養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）  

を受けている利用者又は入院患者であって重症皮膚潰癌を有してい  
るものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養  
上必要な指導を行った場合に、所定単位数を算定する。  

7 薬剤管理指導  350単位   

注1 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  
定介護予防短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣  
が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け  

出たものにおいて、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療  
養病棟において行われるものを除く。〉、指定介護療養施設サービ  

ス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）  

又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟  
において行われるものを除く。）を受けている利用者又は入院患  
者に対して、投薬又は注射及び薬学的管理指導を行った場合に、  

週1回に限り、月に4回を限度として所定単位数を算定する。  
2 療病緩和のために別に厚生労働大臣が定める特別な薬剤の投薬  
又は注射が行われている利用者に対して、当該薬剤の使用に関す  
る必要な薬学的管理指導を行った場合は、1回につき所定単位数  
に50単位を加算する。  

8 医学情報提供  

医学情報提供（Ⅰ）  

医学情報提供（Ⅱ）  

220単位  

290単位  

注1 イについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所、  
指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介  
護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病  
棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス  
（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）   
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若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療   

養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用者若   
しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別   
の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利   

用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院   
患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患   

者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事   

業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所   

療養介護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患   
療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サ   

ービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除   

く。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症   

疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けている利   
用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づ   
き、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該   

利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入   
院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院   

患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。  
2 口については、診療所である指定短期入所療養介護事業所、   

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介   

護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病   
棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス   
（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）   

若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療   

養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用者若   
しくは入院患者の退所暗君しくは退院時に、診療に基づき、病   
院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは   

入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状   
況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行   

った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所、指定介   
護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業   

所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟にお   
いて行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人   

性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）若しく   
は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟  

若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療   
養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用者若   
しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、別   

の診療所での診療の必要を認め、別の診療所に対して、当該利   

用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院   
患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患   
者の紹介を行った場合又は病院である指定短期入所療養介護事   
業所、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所   

療養介護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患   
療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サ   

ービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除   

く。）若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症   

疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けている利   
用者若しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づ   
き、別の病院での診療の必要を認め、別の病院に対して、当該   
利用者若しくは入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入   
院患者の診療状況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院   

患者の紹介を行った場合に、所定単位数を算定する。  
2 ロについては、診療所である指定短期入所療養介護事業所、   

指定介護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介   
護事業所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病   
棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス   
（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）   

若しくは指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療   
養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用者若   
しくは入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、病   

院での診療の必要を認め、病院に対して、当該利用者若しくは   

入院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状   
況を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行   

った場合又は病院である指定短期入所療養介護事業所、指定介   
護療養型医療施設若しくは指定介護予防短期入所療養介護事業   

所が、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟にお   
いて行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人   

性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）若しく   
は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟  

かふ・．   
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において行われるものを除く。）を受けている利用者若しくは  
入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所で  

の診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入  

院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況  
を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行っ  
た場合に所定単位数を算定する。  

9 理学，療法（1回につき）   

イ灘 123単位   

口 理学療法（Ⅱ）  73単位  

において行われるものを除く。）を受けている利用者若しくは  
入院患者の退所時若しくは退院時に、診療に基づき、診療所で  

の診療の必要を認め、診療所に対して、当該利用者若しくは入  

院患者の同意を得て、当該利用者若しくは入院患者の診療状況  
を示す文書を添えて当該利用者若しくは入院患者の紹介を行っ  
た場合に所定単位数を算定する。  

9 理学療法（1回につき）   

イ 理学療法（Ⅰ）  180単位  

ロ 理学療法（Ⅱ）  100単位  

ハ 理学療法（Ⅲ）  50単位  

注1土については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し  

ているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介  
護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短期入所  
療養介護事業所において、指定短期入所療養介護（老人性認知  
症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養  
施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるも  
のを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知  
症疾患療養病棟において行われるものを除ぐ。）を受けている  
利用者又は入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に、   
所定単位数を算定し、旦については、それ以外の指定短期入所  

療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短  
期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護（老人  
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、指定介  
護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行わ  
れるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人  
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受け  
ている利用者又は入院患者に対して、理学療法を個別に行った  

場合に算定する。  

2 理学療法については、利用者又は入院患者1人につき1日3  
回（作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回）に限り算定  

するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4  
月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、1   
1回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当す  
る単位数を算定する。  

注1 イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に  

適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所  
療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定介護予防短  
期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護（老人  
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、指定介  
護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行わ  
れるものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人  
性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受け  
ている利用者又は入院患者に対して、理学療法を個別に行った   
場合に、当卿従って、それぞれ所定単位数  

を算定し、公については、それ以外の指定短期入所療養介護事   

業所、指定介護療養型琴療施設又は指定介護予防短期入所療養  
介護事業所において、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾  
患療養病棟において行われるものを除く。）、指定介護療養施設  
サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを  
除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知症疾  
患療養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用  
者又は入院患者に対して、理学療法を個別に行った場合に算定  
する。   

2 理学療法については、利用者又は入院患者1人につき1日3  
回（作業療法及び言語聴覚療法と併せて1日4回）に限り算定  

するものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4  
月を超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、1   

1回目以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当す  
る単位数を算定する。  
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3 附こおいてAD」の自立等を目的とした理学療法（Ⅰ）又  
l事理学療法（Ⅱ）を算定すべき理学療法を行った場合は1回につ  

き30単位を所定単位数に加算する。  

旦 理学療法（Ⅰ）又は理学療法（町に係る別に厚生労働大臣が定  
める施設基準に適合しているものと，して都道府県知事に届け出  

た指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養  
介護事業所において、医師、看護師、理学療法士等が共同して  
リハビリテーション計画を策定し、当該リハビリテーション計  

画に基づき理学療法（Ⅰ）又は理学療法（町を算定すべき理学療  

法を行った場合に、利用者が理学療法を必要とする状態の原因  
となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、  
診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法  
第27条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基  
づく要支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1月  
に1回を限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、  
作業療法の注4の規定により加算する場合はこの限りでない。  

旦 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養  
介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又  

は指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、基本的  
動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を  
図るための日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、  
1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただ  
し、作業療法の注5の規定により加算する場合はこの限りでな  
い。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日につ  

いては、所定単位数は算定しない。  

旦 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は  
指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤  
の理学療法士を2名以上配置し、理学療法（Ⅰ）を算定すべき理  
学療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算  

する。  

10 作業療法（1回につき）  1些畢生   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護  
療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい  

て、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において  

旦 理学療法（Ⅰ）に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適  

合しているものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療  
養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい  
て、医師、看護師、理学療法士等が共同してリハビリテーショ  
ン計画を策定し、当該リハビリテーション計画に基づき理学療  

法（Ⅰ）を算定すべき理学療法を行った場合に、利用者が理学療  

法を必要とする状態の原因となった疾患等の治療等のために入  
院若しくは入所した病院、診療所若しくは介護保険施設を退院  
若しくは退所した日又は法第27条第1項に基づく要介護認定若  

しくは法第32条第1項に基づく要支援認定を受けた日から初め  
て利用した月に限り、1月に1回を限度として所定単位数に480  
単位を加算する。ただし、作業療法の注3の規定により加算す  
る場合はこの限りでない。  

旦 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養  
介護事業所において、理学療法士等が指定短期入所療養介護又  

は指定介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、基本的  
動作能力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を  

一 図るための日常動作の訓績及び指導を月2回以上行った場合は、  

1月に1回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただ  

し、作業療法の注5の規定により加算する場合はこの限りでな  
い。なお、当該加算の対象となる訓練及び指導を行った日につ  

いては、所定単位数は算定しない。  
旦 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は  

指定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤  
の理学療法士を2名以上配置し、理学療法（Ⅰ）を算定すべき理  
学療法を行った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算  

する。  

10 作業療法（1回につき）  123単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護  
療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい  
て、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において  

♭晶：   
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行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知   

症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予   
防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われ   
るものを除く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、作   

業療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。  

2 作業療法については、利用者又は入院患者1人につき1日3回   
（理学療法及び言語聴覚療法と合わせて1日4回）に限り算定す   

るものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4月を   
超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目   
以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数   

を算定する。  

行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知   

症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予   

防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われ   

るものを除く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、作   

業療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。  

2 作業療法については、利用者又は入院患者1人につき1日3回   

（理学療法及び言語聴覚療法と合わせて1日4回）に限り算定す   

るものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4月を   

超えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目   

以降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数   

を算定する。  

3 病棟等においてAD」の自立等を目的とした作業療法を算定す   

ベき作業療法を行った場合は1回につき30単位を所定単位数に加   

算する。  

旦 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して   
いるものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事   

業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、   
看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定   
し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法を算定すべき   

作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の   

原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、   

診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法第2   

7条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要   
支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を   
限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の   

注4の規定により加算する場合はこの限りでない。  

旦 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介   
護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指   
定介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、基本的動作能   
力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るため   

の日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1   
回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、理学療   

法の注5の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当   
該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単   
位数は算定しない。  

旦 作業療法に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して   
いるものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事   

業所又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、医師、   
看護師、作業療法士等が共同してリハビリテーション計画を策定   
し、当該リハビリテーション計画に基づき作業療法を算定すべき   

作業療法を行った場合に、利用者が作業療法を必要とする状態の   
原因となった疾患等の治療等のために入院若しくは入所した病院、   

診療所若しくは介護保険施設を退院若しくは退所した日又は法第2   

7条第1項に基づく要介護認定若しくは法第32条第1項に基づく要   
支援認定を受けた日から初めて利用した月に限り、1月に1回を   

限度として所定単位数に480単位を加算する。ただし、理学療法の   

注3の規定により加算する場合はこの限りでない。  

旦 指定短期入所療養介護事業所又は指定介護予防短期入所療養介   
護事業所において、作業療法士等が指定短期入所療養介護又は指   

定介護予防短期入所療養介護を行う病棟において、基本的動作能   
力又は応用的動作能力若しくは社会的適応能力の回復を図るため   
の日常動作の訓練及び指導を月2回以上行った場合は、1月に1   
回を限度として所定単位数に300単位を加算する。ただし、理学療   

法の注5の規定により加算する場合はこの限りでない。なお、当   
該加算の対象となる訓練及び指導を行った日については、所定単   
位数は算定しない。   
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旦 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  
定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作  
業療法士を2名以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行  

った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。  
11言語聴覚療法（1回につき）  180単位  

旦 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  

定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の作  
業療法士を2名以上配置して作業療法を算定すべき作業療法を行  
った場合に、1回につき35単位を所定単位数に加算する。  

11言語聴覚療法く1回につき）  203単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護  

療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい  

て、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において  
行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知  

症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予  
防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われ  
るものを除く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、言  
語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。  

2 言語聴覚療法については、利用者又は入院患者1人につき1日  
3回（理学療法及び作業療法と併せて1日4回）に限り算定する  

ものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4月を超  
えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以  

降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を  

算定する。  

3 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指  
定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言  
語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回  
につき35単位を所定単位数に加算する。  12即 50単位   

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準lこ適■合しているものとして  

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護  
療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい  

て、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において  
行われるものを除くJ、手旨定介護療養施設サーービス（老人性認知  

症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予  
防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われ  
榊対して、集  

団コミュニケーション療法を行った場合に、所定単位数を算定す  
皇．旦＿  

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして   

都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護   

療養型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所におい   

て、指定短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において   
行われるものを除く。）、指定介護療養施設サービス（老人性認知   
症疾患療養病棟において行われるものを除く。）又は指定介護予   
防短期入所療養介護（老人性認知症疾患療養病棟において行われ  
るものを除く。）を受けている利用者又は入院患者に対して、言   
語聴覚療法を個別に行った場合に、所定単位数を算定する。   

2 言言吾聴覚療法については、利用者又は入院患者1人につき1日  
3回（理学療法及び作業療法と併せて1日4回）に限り算定する   

ものとし、その利用を開始又は入院した日から起算して4月を超   
えた期間において、1月に合計11回以上行った場合は、11回目以   

降のものについては、所定単位数の100分の70に相当する単位数を  

算定する。   

3 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指   
定介護予防短期入所療養介護事業所において、専従する常勤の言   
語聴覚士を2名以上配置して言語聴覚療法を行った場合に、1回  
につき35単位を所定単位数に加算する。  
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2 集団コミュニケーション療法については、利用者又は入院患者  

1人につき1日3回に限り算定するものとする。  13働 208単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定  

介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護   

（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、指定   

介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われ  

るものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知  
症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用  
者又は入院患者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食  
機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単  
位数を算定する。  

12働 185単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定  

介護予防短期入所療養介言隻事業所において、指定短期入所療養介護   

（老人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）、指定  

介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病棟において行われ  

るものを除く。）又は指定介護予防短期入所療養介護（老人性認知  
症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けている利用  
者又は入院患者であって摂食機能障害を有するものに対して、摂食  
機能療法を30分以上行った場合に、1月に4回を限度として所定単  
位数を算定する。  

13 リハビリテーションマネジメント（1日につき）  25単位   

注 丹‖こ厚生労働大臣が定める基準lこ適合する指定介護療養型医療施  

設において、指定介護療養施設サービス（老人性認知症疾患療養病  
棟において行われるものを除く」を受けている入院患者に対して、  
理学療法、作業療法、言言吾聴覚療法又は摂食機能療法を行った場合  

に、所定単位数を算定する。  
14 短期集中リハビリテーション（1日につき）  些呈塵   

注 指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サービス（老   

人性認知症摩患療養病棟において行われるものを除く。）を受けて  
いる入院患者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、  

作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以  
内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言語聴覚療法又は摂食機  

能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、この場合  
において、リハビリテーションマネジメントを算定していない場合  

ヨン（1日につき）  240単位   14 短期集中リハビリテーシ  

注 指定介護療養型医療施設において、指定介護療養施設サービス（老  

人性認知症疾患療養病棟において行われるものを除く。）を受けて  
いる入院患者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、  

作業療法士又は言語聴覚士が、その入院した日から起算して3月以  
内の期間に集中的に理学療法、作業療法、言言吾聴覚療法又は摂食機  
能療法を行った場合に、所定単位数を算定する。ただし、理学療法、   

作業療法、郡吾聴覚療法又は摂食機能郵去を算定する場合は、算定  

しない。  15瑚 240単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都   
道府県知事に届け出た指定介護療養型医療施設において、指定介護   
療養施設サービスを受けている入院患者のうち、認知症であると医   
師が判断した看であって、叫舌機能の   

改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示  
を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言吉吾聴覚士が、その入院  
した日から起算して3月以内の期間に集中的なl†ハビリテーション  

は、算定しない。  
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を個別に行った場合に、1週に3日を限度として所定単位数を算定   

払  

遁 精神科作業療法（1日につき）  220単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  
道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養  
型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指  
定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防  
短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者に対して、精神  
科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。  

ロ 認知症老人入院精神療法（1週間につき）  330単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定  

介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、  
指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受  

けている利用者又は入院患者に対して、認知症老人入院精神療法を  
行った場合に、所定単位数を算定する。  

遁 精神科作業療法（1日につき）  220単位   

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都  
道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所、指定介技療養  
型医療施設又は指定介護予防短期入所療養介護事業所において、指  
定短期入所療養介護、指定介護療養施設サービス又は指定介護予防  
短期入所療養介護を受けている利用者又は入院患者に対して、精神  
科作業療法を行った場合に、所定単位数を算定する。  

遁 認知症老人入院精神療法（1週間につき）  330単位   

注 指定短期入所療養介護事業所、指定介護療養型医療施設又は指定  

介護予防短期入所療養介護事業所において、指定短期入所療養介護、  
指定介護療養施設サービス又は指定介護予防短期入所療養介護を受  

けている利用者又は入院患者に対して、認知症老人入院精神療法を  
行った場合に、所定単位数を算定する。  
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護者  

生  

活  

介  

護   

十干   十 干   十 干   

分   五 分   五 分   

の   の   の   

千   千   干   
七   五   四   
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甲  

地   

夜特通訪訪  介介介介介介介介地短短通訪訪  介介福居   介介介   
間 定所問 問  護護護護護落護護域期期所問問  護護祉宅   護護護   

対施介入介  予予予予予療保福密入入リリ 看  予予用療   予予 予   

応設護浴護  防防防防防養健祉着所所ハハ護  防防具養   防防防   
型入  介   短短通訪訪施施施型療生 ビ ビ   福居貸 管   支認小   
訪居  護   期期所開閉設設設介養活 りリ   祉宅与理   援知規   
間者   入入リリ 看サササ護介介テ テ   用療  指   

所所ハハ護III老護護Il   
症模   

介生  
ン ン   

具養  導   対 多   
護活   療生 ビ ビ  ビ ビ ビ 人  貸 管   応機   

介   養活リリ  ス ス ス福  ∃ ∃   
護   

与理   型能  
介介テ テ  祉  ン ン   指   共 型  
護護Il  

ン ソ  
施   
設  

導   同 居  

生 宅  
ヨ ヨ  入  活介  
ン ン  所  介護  

者  護  

生  

活  
介  
護   

六 千   十 干   千  
分   四 分   
の   の   の  

千   千   
十  

甲  
地   

認通訪訪   
介介介介介介介介地地認特短短通  介介福居  介介介夜   

知 所問 間  護護護護護護護護域域知定期期所  護護祉宅  護護護間   

症リリ 看  予予予予予療保福密密症施入入介  予 予用 療  予 予 予 対   

対ハハ護  防防防防防養健祉着着対設所所護  防防具養  防防防応   

応 ビ ビ   認特短短通施施施型型応入療生   福居貸管  支訪訪型   

型 り リ   知定期期所設設設特介型居養活   祉宅与理  援開閉訪   

通 テ テ   症施入入介サササ定護共者介介   用 療  指   入介問   
所 暮l   対設所所護Ill施老同生護護   具養  導   浴護介   

介 シ シ   応入療生  ビ ビ ビ設人生活   貸 管   介  護   

護 ヨ ヨ   型居養活  ス ス ス 入福活介   与 理   護   

ン ン   共者介介  
同生護護  

居祉介護   指  
者施護   
生 設  

導  
生活  
活介  活 人  

介護  
護  

介所  
護者  

生  

活  

介  
護   

十 干   十 干   千  
三 分   七 分   分   

の   の   の   

千   千   千  

5  
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乙  

地   

介介介介地短短通訪訪  介介福居   介介介介介介介介居地認小認   
護護護護域期期所開閉  護護祉宅   謙譲護護護護護護宅域知規知   

予療保福密入入リリ 看  予予用療   予予予予予予予予介密症模症   

防養健祉貴所所ハハ護  防防具養   防防防防防防防防護着対多対   

訪施施施型療生 ビ ビ   福居貸管   支認小認特通訪訪支型応機応   

開設設設介養活 りリ   祉宅与理   援知規知定所間間接特型能型   

看サササ護介介テテ   用療  指   症模症施介入介  定共型通   

護Itl老護護Il   具養  導   対多対設護浴護  施同居所   
ビ ビ ビ 人  ン ン   貸管   応機応入  介  設生宅介   
ス ス ス福  ヨ ヨ   与理   型能型居  護  入活介護   

祉  ン ン   指   共型、適者  居介護   
施   
設  

導   同居所生  者護  
生宅介活  生   

入  活介護介  活   

所  介護  護  介   

者  護  護   

生  

活  

介  
護  

二千   ヰ  
分   分   
の   の   

千  千   
十  

一
ヽ
 
－
－
 
 
 
 
 
1
 
 
．
 
 

乙  

地   

介介介地地認特短短通  介介福居  介介介夜居訪訪  介介介介介小   
護謙譲域域知定期期所  護護祉宅  護護護間宅間間  護護護護護規   

療保福密密症施入入介  予予用 療  予予予対介入介  予予予予予模   

養健祉着着対設所所護  防防具養  防防防応護浴護  防防防防防多   

施施施型型応入療生   福居貸管  支訪訪型支介   小認通訪訪機   

設設設特介型居養活   社宅与理  援開聞訪援護   規知所間問能   

サササ定護共著介介   用療  指   入介間   
浴護介   

模症 り り看型   
lIl施老 同生護護   具養  導  多対ハハ護居   

ビ ビ ビ設人生活   貸管   介  護   機応 ビ ビ  宅   

ス ス ス 入福活介   与 理   護   能型リリ  介   

居祉介護   指  型通テ テ  護   

者施護   導  居所II   
生設  宅介 シ シ   

活 入  介護 ヨ ヨ   

介所  護  ン ン   

護者  
生  

活  

介  
護  

十干   千   十 干  

三分   二分   

の   の   の   

千   千   千  
四   

∵
ず
 
 
 



二
 
前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
 
 
 

県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。
 
 

表
 
 
（
略
）
 
 

そ
の
他
 
 

す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
 
 

訪
問
介
護
 
 

訪
問
入
浴
介
護
 
 

通
所
介
護
 
 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

居
宅
介
護
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
介
護
 
 

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
 
 

介
護
予
防
適
所
介
護
 
 

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
 
 

介
温
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
 
 

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
支
援
 
 

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
 
 

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

二
 
前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
 
 
 

県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。
 
 

表
 
 
（
略
）
 
 
 

そ  
の  

他  

す  介介介夜居訪訪  介介介介介小認通訪訪   介介介介介   
べ  護護護間宅間問  護護護護護規知 所問 問  護護護護護   

て  予 予予対介入介  予 予 予 予予模症リリ 看  予 予 予 予 予   

の  防防防応護浴護  防防防防防多対ハハ護  防防防防防   
サ  支訪訪型支介   小認通訪訪機応 ビ ビ   認特短短通   

l   援間問訪援護   規知 所開 閉能型 りリ   知 定期期所   
ビ   入介問   模症リリ 看型通テ テ   

浴護介   
症施入入介   

ス  多対ハハ護居所 tl   対設所所護  

介  護   棲応 ビ ビ  宅介 シ シ   
護   

応入療生  
能型リリ  介護 ヨ ヨ   
型通テ テ  護  ン ン   

型居養活  

共者介介  
居所Il   同生護護  

宅介 シ シ   生活  
介護 ヨ ヨ   
護  ン ン   

活介  
介護  

護   

千   十 干   十干  
五 分   八分   

の   の   の   

千   千   千  
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○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
等
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
三
号
）
 
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
 
 

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
、
指
定
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
 
 

生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
、
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 

十
八
牢
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
 
 

働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
 
 
 

位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
の
訪
問
介
護
費
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
 
第
三
条
第
一
項
 
 
 

各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
ち
三
級
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
同
令
附
則
 
 

続
き
当
該
事
業
所
に
訪
問
介
護
員
と
 
 

二
 
三
 
 
（
略
）
 
 

修
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
の
う
ち
、
平
成
二
十
一
 
 

と
し
て
雇
用
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
 
 

年
三
月
三
十
一
日
時
点
に
お
い
て
、
 
 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
介
護
員
養
 
 

瑚
研
樹
の
課
程
 
（
三
級
課
程
に
限
る
。
）
 
を
修
了
し
た
者
と
み
な
さ
れ
た
も
 
 

の
を
含
む
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
か
ら
当
該
研
 
 

平
成
l
一
十
一
年
四
月
一
日
以
降
も
引
き
 
 

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
訪
問
介
護
員
 
 

し
て
雇
用
さ
れ
て
い
る
も
の
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
 
 

額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
、
指
定
施
 
 

設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
 
 

生
省
告
示
第
二
十
二
号
）
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
、
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
 
 

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
 
 

働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

等
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
 
 
 

位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
 
 
 

）
 
の
訪
問
介
護
費
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
保
険
法
施
行
令
 
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
 
第
三
条
第
一
項
 
 
 

各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
ち
三
級
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
同
令
附
則
 
 

二
・
三
 
 
（
略
）
 
 
 

員
養
成
研
修
の
課
程
 
（
三
級
課
程
に
限
る
。
）
 
を
修
了
し
た
者
と
み
な
さ
れ
 
 

た
も
の
を
含
む
。
）
 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
か
ら
当
 
 

該
研
修
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
も
の
 
 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
同
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

223  



四
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

め
ら
れ
る
場
合
 
 

到
 
措
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
笥
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
 
 
 

イ
 
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
 
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
 
 

）
 
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
 
（
以
下
 
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」
 
 

か
ん
 
 

と
い
う
。
）
 
に
掲
げ
る
在
宅
自
己
腹
膜
潜
流
指
導
管
理
、
在
宅
血
液
透
析
 
 

指
導
管
理
、
在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
指
導
管
 
 

理
、
在
宅
成
分
栄
養
経
菅
栄
養
法
指
導
管
理
、
在
宅
自
己
導
尿
指
導
管
理
、
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

在
宅
持
続
陽
圧
呼
吸
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
悪
性
腫
瘍
患
者
指
導
管
理
、
 
 

と
▼
つ
 
 

在
宅
自
己
痺
痛
管
理
指
導
管
理
、
在
宅
肺
高
血
圧
症
患
者
指
導
管
理
又
は
 
 

在
宅
気
管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
 
 
 

口
 
気
管
カ
ニ
ユ
ー
レ
、
ド
レ
ー
ン
チ
ュ
ー
ブ
又
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
 
 

用
し
て
い
る
状
態
 
 

こ
う
 

ぼ
う
こ
う
 
 
 

ハ
 
人
工
肛
門
又
は
人
工
膀
胱
を
設
置
し
て
い
る
状
態
 
 

六
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 

者
又
は
そ
の
家
族
等
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 

に 

該 
当 

す 
る 

と 

き  

叩 
笥 

日 
叫 
甜 

矧 

刑  

イ
 
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
 
 

ロ
 
暴
力
行
為
、
 
 

‥  

合   
そ 
の 

他 
利 
川 

打 
直 

状 
況 

等 
か 

1; 

判 

断 
し 

て 

．－ 

某 

ほ 
H 
に 

準 

ず 
る 

ト 

仙  

ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

ニ
 
真
皮
を
越
え
る
裾
瘡
の
状
態
 
 

同
時
に
複
数
の
看
護
師
等
に
よ
 
 
 

困
難
と
認
め
ら
れ
る
場
合
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

著
し
い
迷
惑
行
為
、
 
 

の
同
意
を
得
て
い
る
場
合
で
あ
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

り
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
利
用
 
 
 

器
物
破
損
行
為
等
が
 
 

の
訪
問
看
護
費
の
注
3
の
厚
 
 

っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
 
 
 

認
め
ら
れ
る
場
 
 

矧
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
看
護
費
の
注
5
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
状
態
 
 
 

イ
 
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
 
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
 
 

）
 
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
 
（
以
下
 
「
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
」
 
 

か
ん
 
 

と
い
う
。
）
 
に
掲
げ
る
在
宅
自
己
腹
膜
濯
流
指
導
管
理
、
在
宅
血
液
透
析
 
 
 

指
導
管
理
、
在
宅
酸
素
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
中
心
静
脈
栄
養
法
指
導
管
 
 

理
、
在
宅
成
分
栄
養
経
菅
栄
養
法
指
導
管
理
、
在
宅
自
己
導
尿
指
導
管
理
、
 
 

し
ゆ
よ
■
フ
 
 

在
宅
持
続
陽
圧
呼
吸
療
法
指
導
管
理
、
在
宅
悪
性
腫
瘍
患
者
指
導
管
理
、
 
 

と
■
フ
 
 

在
宅
自
己
痺
痛
管
理
指
導
管
理
、
在
宅
肺
高
血
圧
症
患
者
指
導
管
理
又
は
 
 

在
宅
気
管
切
開
患
者
指
導
管
理
を
受
け
て
い
る
状
態
 
 
 

口
 
気
管
カ
ニ
ユ
ー
レ
、
ド
レ
ー
ン
チ
ュ
ー
ブ
又
は
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
を
使
 
 

用
し
て
い
る
状
態
 
 

こ
う
 

ぼ
う
こ
う
 
 
 

ハ
 
人
工
肛
門
又
は
人
工
膜
胱
を
設
置
し
て
い
る
状
態
 
 

五
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 

ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
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カ
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

え
ん
 
 

、
囁
下
困
難
者
の
た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
 
 
 

特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）
 
 

叫
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
で
あ
っ
て
、
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の
 
 

刊
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
3
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

心
身
の
状
況
そ
の
他
利
用
者
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
長
時
間
の
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
困
難
で
あ
る
利
用
者
 
 

十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
6
の
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
 
 
 

れ
る
入
浴
介
助
 
 

復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
 
 

¶
ヨ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
呵
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

十
二
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

口
 
中
心
静
脈
栄
養
を
受
け
て
い
る
者
 
 

月
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
 
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
 
第
二
条
 
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
 
 

州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
 
 

ヨ
ン
費
の
注
3
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

定
期
的
に
適
切
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
看
護
師
、
准
看
護
師
、
柔
道
整
 
 

、
、
 

え
ん
 
 
 

礁
下
困
難
者
の
た
め
の
流
動
食
、
経
管
栄
養
の
た
め
の
濃
厚
流
動
食
及
び
特
 
 
 

別
な
場
合
の
検
査
食
 
（
単
な
る
流
動
食
及
び
軟
食
を
除
く
。
）
 
 

州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
者
で
あ
っ
て
、
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
の
 
 

可
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
3
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

心
身
の
状
況
そ
の
他
利
用
者
の
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
、
長
時
間
の
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
利
用
が
困
難
で
あ
る
利
用
者
 
 

l
 
 

十
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
介
護
費
の
注
6
の
厚
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

入
浴
介
助
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
員
及
び
設
備
を
有
し
て
行
わ
 
 
 

れ
る
入
浴
介
助
 
 

十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
嘲
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
藩
合
す
る
利
用
者
 
 
 

村
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
 
（
昭
和
二
＋
八
年
法
律
第
十
四
号
）
 
第
二
条
 
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
麻
薬
 
 

月
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
 
 
 

ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
瑚
な
栄
養
量
及
び
内
港
を
有
す
る
腎
臓
病
食
、
肝
臓
病
食
、
 
 

ナ
い
 
 

ム
〃
．
レ
 
 

糖
尿
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
 
 
病
食
、
高
脂
血
症
食
、
痛
風
食
、
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第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

¶
瑚
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
州
側
の
注
、
可
例
の
注
、
．
川
面
の
注
及
び
⇒
刷
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
者
 
 
 

及
び
特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
 

¶
対
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
を
行
う
者
が
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
 
 
 

理
由
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
 
 

¶
廿
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
イ
Ⅲ
か
ら
闇
ま
で
の
注
2
、
ロ
川
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
、
ハ
仙
か
ら
畑
ま
 
 
 

で
の
注
2
及
び
二
田
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
 
 
 

者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
 
 

▲
の
 
 

¶
州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
大
号
に
規
定
す
る
者
 
 

「
」
刃
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

十
l
五
l
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
べ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
瑚
尤
栄
養
量
及
び
内
溶
を
有
す
る
糖
尿
病
食
、
腎
臓
病
食
、
 
か
い
よ
う
す
い
 
 

第
十
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

¶
吋
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
呵
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

の
イ
㈲
の
注
、
ロ
㈲
の
注
、
 
 

定
め
る
療
養
食
 
 

肝
臓
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
 
 

ハ
㈲
の
注
及
び
こ
何
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 

脂
質
異
常
症
食
、
痛
風
食
 
 

第
十
四
号
に
規
定
す
る
者
 

¶
州
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

君
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
州
側
の
注
、
可
劇
の
注
、
べ
捌
の
注
及
び
⇒
例
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
 
 
 

定
め
る
者
 
 

肝
臓
病
食
、
胃
潰
瘍
食
、
貧
血
食
、
膵
臓
病
食
、
高
脂
血
症
食
、
痛
風
食
及
 
 
 

び
特
別
な
場
合
の
検
査
食
 
 

刊
吋
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
村
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

介
護
を
行
う
者
が
疾
病
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
 
 
 

理
由
に
よ
り
、
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
 
 

¶
到
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 
 

の
イ
川
か
ら
畑
ま
で
の
注
2
、
ロ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
、
ハ
仙
か
ら
畑
ま
 
 
 

で
の
注
2
及
び
こ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
 
 
 

者
 
 

し
ゆ
よ
う
 
 

難
病
等
を
有
す
る
中
重
度
者
又
は
末
期
の
悪
性
腫
瘍
の
利
用
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
当
た
り
、
常
時
看
護
師
に
よ
る
観
察
を
必
要
と
す
る
も
 
 
 

の
 
 

¶
村
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
 

第
九
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

¶
コ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
の
注
封
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

¶
ヨ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 
 

の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

疾
病
治
療
の
直
接
手
段
と
し
て
、
医
師
の
発
行
す
る
食
事
せ
ん
に
基
づ
き
 
 

じ
ん
 
 
 

提
供
さ
れ
た
適
切
な
栄
養
量
及
び
内
容
を
有
す
る
糖
尿
病
食
、
腎
臓
病
食
、
 
か
い
よ
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
い
 
 

の
イ
㈲
の
注
、
ロ
例
の
注
、
ハ
㈲
の
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

注
、
ニ
㈲
の
注
及
び
ホ
㈲
の
注
の
厚
生
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の
√
㈲
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
 
 

術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

イ
 
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
 
（
同
 
 
 

部
に
お
い
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
 
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
 
 
 

れ
る
手
術
及
び
同
第
十
一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔
 
 
 

㈲
 
第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
 
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
 
 

口
 
摂
食
機
能
療
法
 
 

日
 
視
能
訓
練
 
 
 

闇
 
第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

じ
上
く
そ
う
 
 
 
 
a
 
創
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 
（
裾
瘡
 
 

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 

b
 
熱
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
 
 

）
 
 

C
 
重
度
裾
瘡
処
置
 
 

d
 
老
人
処
置
 
 

2
 
老
人
精
神
病
棟
等
処
置
料
 
 

f
 
爪
甲
除
去
 
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）
 
 

g
 
穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入
 
 

h
 
空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置
 
 

i
 
ド
レ
ー
ン
法
 
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）
 
 

つ
い
せ
ん
 
 

1
 
頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺
 
 

く
ー
フ
 
 

k
 
胸
腔
穿
刺
 
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

1
 
腹
腔
穿
刺
 
（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

か
く
た
ん
 
 

m
 
喀
疾
吸
引
 
 

の
イ
関
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
 
 

術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

イ
 
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
第
二
章
第
七
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
リ
 
 
 

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
同
第
九
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
処
置
 
（
同
 
 
 

部
に
お
い
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
の
例
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
診
療
の
 
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。
）
、
同
第
十
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
 
 
 

れ
る
手
術
及
び
同
第
十
一
部
に
よ
り
点
数
の
算
定
さ
れ
る
麻
酔
 
 
 

㈲
 
第
七
部
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
 
 

う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
脳
血
管
疾
患
等
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
料
 
（
言
語
聴
覚
療
法
に
係
 
 

る
も
の
に
限
る
。
）
 
 

口
 
摂
食
機
能
療
法
 
 

日
 
視
能
訓
練
 
 
 

惚
 
第
九
部
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
一
般
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

じ
上
く
そ
う
 
 
 
 
a
 
創
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 
（
裾
 
瘡
 
 

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
を
除
く
。
）
 
 

b
 
熱
傷
処
置
 
（
六
千
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
 
 

）
 
 

C
 
重
度
裾
瘡
処
置
 
 

d
 
老
人
処
置
 
 

e
 
老
人
精
神
病
棟
等
処
置
料
 
 

f
 
爪
甲
除
去
 
（
麻
酔
を
要
し
な
い
も
の
）
 
 

g
 
穿
刺
排
膿
後
薬
液
注
入
 
 

h
 
空
洞
切
開
術
後
ヨ
ー
ド
ホ
ル
ム
ガ
ー
ゼ
処
置
 
 

・
1
 
ド
レ
ー
ン
法
 
（
ド
レ
ナ
ー
ジ
）
 
 

つ
い
せ
ん
 
 

・
」
 
頸
椎
、
胸
椎
又
は
腰
椎
穿
刺
 
 

く
一
っ
 
 

k
 
胸
腔
穿
刺
 
（
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
 
 

n11   

喀ミ1腹  

疾≡腔  

吸穿  
引 刺  

（
人
工
気
腹
、
洗
浄
、
注
入
及
び
排
液
を
含
む
。
）
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日
 
救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
 
 
 

b
 
体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法
 
 
 

C
 
人
工
呼
吸
 
 
 

d
 
非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
 
 
 

e
 
気
管
内
洗
浄
 
 
 

f
 
胃
洗
浄
 
 

日
 
皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

二
・
フ
 
 
 

a
 
皮
膚
科
軟
膏
処
置
 
 

し
や
く
 
 
 

b
 
い
ぼ
焼
灼
法
 
 
 

C
 
イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ
 
 
 

d
 
臍
肉
芽
腫
切
除
術
 
 

靭
 
泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
膀
胱
洗
浄
 
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
後
部
尿
道
洗
浄
 
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）
 
 
 

C
 
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
 
 

や
く
 
 
 

d
 
族
頓
包
茎
整
復
法
 
（
陰
茎
絞
拒
等
）
 
 

y x w v u t  n
 
 
 

O
 
 

p
 
 
 

q
 
 

－
⊥
 
 S

 
 

Z
 

か
く
た
ん
 
 

干
渉
低
周
波
去
疾
器
に
よ
る
啄
疾
排
出
 
 

か
ん
 
 

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸
 
 

摘
便
 
 

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去
 
 

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
 
（
開
腹
手
術
後
）
 
 

酸
素
吸
入
 
 

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法
 
 

酸
素
テ
ン
ト
 
 

け
つ
 
 

間
軟
的
陽
圧
吸
入
法
 
 

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療
 
 

肛
門
拡
張
法
 
（
徒
手
又
は
ブ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）
 
 

非
還
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法
 
 

じ
か
ん
と
ん
 
 

痺
核
散
頓
整
復
法
 
（
脱
肛
を
含
む
。
）
 
 

口
 
救
急
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
救
命
の
た
め
の
気
管
内
挿
管
 
 
 

b
 
体
表
面
ペ
ー
シ
ン
グ
法
又
は
食
道
ペ
ー
シ
ン
グ
法
 
 
 

C
 
人
工
呼
吸
 
 
 

d
 
非
開
胸
的
心
マ
ッ
サ
ー
ジ
 
 
 

2
 
気
管
内
洗
浄
 
 
 

！
 
胃
洗
浄
 
 

日
 
皮
膚
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

こ
・
フ
 
 
 

a
 
皮
膚
科
軟
膏
処
置
 
 

し
や
く
 
 
 

b
 
い
ぼ
焼
灼
法
 
 
 

C
 
イ
オ
ン
ト
フ
ォ
レ
ー
ゼ
 
 
 

d
 
臍
肉
芽
腫
切
除
術
 
 

囲
 
泌
尿
器
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
膀
胱
洗
浄
 
（
薬
液
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
後
部
尿
道
洗
浄
 
（
ウ
ル
ツ
マ
ン
）
 
 
 

C
 
留
置
カ
テ
ー
テ
ル
設
置
 
 

や
く
 
 
 

d
 
俵
頓
包
茎
整
復
法
 
（
陰
茎
絞
拓
等
）
 
 

y x w v u t  n
 
 
 

O
 
 

p
 
 

q
 
 

r
 
 

S
 
 

Z
 

か
く
た
ん
 
 

干
渉
低
周
波
去
疾
器
に
よ
る
喀
疾
排
出
 
 

か
ん
 
 

高
位
浣
腸
、
高
圧
浣
腸
、
洗
腸
 
 

摘
便
 
 

腰
椎
麻
酔
下
直
腸
内
異
物
除
去
 
 

腸
内
ガ
ス
排
気
処
置
 
（
開
腹
手
術
後
）
 
 

酸
素
吸
入
 
 

突
発
性
難
聴
に
対
す
る
酸
素
療
法
 
 

酸
素
テ
ン
ト
 
 

け
つ
 
 

間
軟
的
陽
圧
吸
入
法
 
 

体
外
式
陰
圧
人
工
呼
吸
器
治
療
 
 

肛
門
拡
張
法
 
（
徒
手
又
は
プ
ジ
ー
に
よ
る
も
の
）
 
 

非
違
納
性
ヘ
ル
ニ
ア
徒
手
整
復
法
 
 

じ
か
ん
と
ん
 
 

痔
核
俵
頓
整
復
法
 
（
脱
肛
を
含
む
。
）
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国
 
産
婦
人
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

ち
つ
 
 
 

a
 
膣
洗
浄
 
（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）
 
 
 

b
 
子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法
 
 

開
 
眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
眼
処
置
 
 
 

b
 
義
眼
処
置
 
 

し
上
■
フ
 
 
 

C
 
捷
毛
抜
去
 
 
 

d
 
結
膜
異
物
除
去
 
 

い
ん
こ
う
 
 

㈹
 
耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

ニ
ー
フ
 
 
 

a
 
耳
処
置
 
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
 
 

含
む
。
）
 
 
 

b
 
鼻
処
置
 
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
 
 

置
を
含
む
。
）
 
 
 

C
 
口
腔
、
咽
頭
処
置
 
 
 

d
 
関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
 
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）
 
 
 

e
、
鼻
出
血
止
血
法
 
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
 
 

の
）
 
 

そ
く
 
 
 

f
 
耳
垢
栓
塞
除
去
 
（
複
雑
な
も
の
）
 
 
 

g
 
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 
 

h
 
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

け
ん
 
 

㈹
 
整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
 
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
 
 
 

除
く
。
）
 
 

囲
 
栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

a
 
鼻
腔
栄
養
 
 
 

b
 
滋
養
浣
腸
 
 
 

第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
創
傷
処
理
 
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
 
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

口
 
皮
膚
切
開
術
 
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
 
 
 

）
 
 

a
 
眼
処
置
 
 

b
 
義
眼
処
置
 
 

し
上
－
つ
 
 

C
 
捷
毛
抜
去
 
 

d
 
結
膜
異
物
除
去
 
 

い
ん
こ
う
 
 
 

㈹
 
耳
鼻
咽
喉
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

二
－
（
ノ
 
 

a
 
耳
処
置
 
（
点
耳
、
耳
浴
、
耳
洗
浄
及
び
簡
単
な
耳
垢
栓
除
去
を
 
 

含
む
。
）
 
 

b
 
鼻
処
置
 
（
鼻
吸
引
、
鼻
洗
浄
、
単
純
鼻
出
血
及
び
鼻
前
庭
の
処
 
 

置
を
含
む
。
）
 
 

C
 
口
腔
、
咽
頭
処
置
 
 

d
 
関
節
喉
頭
鏡
下
喉
頭
処
置
 
（
喉
頭
注
入
を
含
む
。
）
 
 

e
 
鼻
出
血
止
血
法
 
（
ガ
ー
ゼ
タ
ン
ポ
ン
又
は
バ
ル
ー
ン
に
よ
る
も
 
 

の
）
 
 

そ
く
 
 

f
 
耳
垢
栓
塞
除
去
 
（
複
雑
な
も
の
）
 
 

g
 
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

h
 
超
音
波
ネ
ブ
ラ
イ
ザ
ー
 
 

け
ん
 
 
 

㈹
 
整
形
外
科
的
処
置
に
掲
げ
る
処
置
 
（
鋼
線
等
に
よ
る
直
達
牽
引
を
 
 

除
く
。
）
 
 
 

糾
 
栄
養
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

a
 
鼻
腔
栄
養
 
 

b
 
滋
養
浣
腸
 
 

制
 
第
十
部
手
術
に
掲
げ
る
手
術
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 
 

H
 
創
傷
処
理
 
（
長
径
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
筋
肉
、
臓
器
に
達
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 
 

口
 
皮
膚
切
開
術
 
（
長
径
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
る
。
 
 

）
 
 

内  （司  

b a   

産  

膣三婦  

洗人  
浄科  

子
宮
頸
管
内
へ
の
薬
物
挿
入
法
 
 

眼
科
処
置
に
掲
げ
る
処
置
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

処  

置  
に  

掲  
げ  

る  

処  

置  

（
熱
性
洗
浄
を
含
む
。
）
 
 

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
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日
 
デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
 
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
 
 

る
。
）
 
 

そ
う
 
 

榊
 
爪
甲
除
去
術
 
 

ひ
上
う
そ
う
 
 

㈲
 
療
 
症
手
術
 
 

国
 
風
辣
手
術
 
 

㈹
 
外
耳
道
異
物
除
去
術
 
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）
 
 

㈹
 
咽
頭
異
物
摘
出
術
 
 

き
ゆ
う
 
 

が
く
 
 

伽
 
顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術
 
 

㈹
 
血
管
露
出
術
 
 

㈲
 
第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔
 
 

口
 
硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入
 
 

㈲
 
川
か
ら
㈲
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
 
 

は
麻
酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
 
 

点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
 
 

び
麻
酔
 
 

二
十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
 
 
 

笥
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

イ
 
次
に
掲
げ
る
福
祉
用
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 

山
 
車
い
す
及
び
車
い
す
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

H
 
日
常
的
に
歩
行
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
生
活
範
囲
に
お
い
て
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
 
 

る
者
 
 
 

惚
 
特
殊
寝
台
及
び
特
殊
寝
台
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
起
き
あ
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 
 
 

闇
 
床
ず
れ
防
止
用
具
及
び
体
位
変
換
器
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
 
 

者
 
 

は
い
か
い
 
 
 

㈲
 
認
知
症
老
人
排
桐
感
知
機
器
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 
 

H
 
意
思
の
伝
達
、
介
護
を
行
う
者
へ
の
反
応
、
記
憶
又
は
理
解
に
支
 
 

日
 
デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
 
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
 
 

る
。
）
 
 

そ
■
つ
 
 

囲
 
爪
甲
除
去
術
 
 

ひ
ょ
う
そ
ぅ
 
 

㈲
 
療
 
症
手
術
 
 

内
 
風
棟
手
術
 
 

㈹
 
外
耳
道
異
物
除
去
術
 
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）
 
 

㈹
 
咽
頭
異
物
摘
出
術
 
 

が
く
き
ゆ
う
 
 
 
 
糾
 
顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術
 
 

肘
 
血
管
露
出
術
 
 

㈲
 
第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔
 
 

0
 
硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入
 
 

㈲
 
Ⅲ
か
ら
㈲
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
 
 

は
麻
酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
 
 

点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
 
 

び
麻
酔
 
 

¶
刈
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
渕
 
 
 

引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

イ
 
次
に
掲
げ
る
福
祉
用
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 

山
 
車
い
す
及
び
車
い
す
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
歩
行
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
生
活
範
囲
に
お
い
て
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
 
 

る
者
 
 

闇
 
特
殊
寝
台
及
び
特
殊
寝
台
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
起
き
あ
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 
 

刷
 
床
ず
れ
防
止
用
具
及
び
体
位
変
換
器
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
 
 

者
 
 

は
い
か
い
 
 

㈲
 
認
知
症
老
人
排
梱
感
知
機
器
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 
 

H
 
意
思
の
伝
達
、
介
護
を
行
う
者
へ
の
反
応
、
記
憶
又
は
理
解
に
支
 
 

ー
 
」
ロ
ー
川
L
u
一
 
 

「
し
 
 
 



障
が
あ
る
者
 
 

口
 
移
動
に
お
い
て
全
介
助
を
必
要
と
し
な
い
者
 
 
 

㈲
 
移
動
用
リ
フ
ト
 
（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
。
）
 
 

H
 
日
常
的
に
立
ち
上
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
移
乗
が
l
部
介
助
又
は
全
介
助
を
必
要
と
す
る
者
 
 

日
 
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 
 
 

口
 
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
 
 
 

単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
笥
に
掲
げ
る
種
目
（
以
下
「
対
象
外
 
 
 

種
目
」
と
い
う
。
）
 
に
係
る
福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
対
象
外
種
目
に
係
る
指
定
 
 

福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
る
も
の
 
 

二
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
 
 
 

基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
別
表
指
定
地
域
密
 
 
 

着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
注
 
 
 

2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

二
十
五
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
 
 
 

者
 
 
 

．
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

「
」
¶
町
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
 
 
 

介
助
 
 

能
型
居
宅
介
護
費
の
ハ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
 
 

イ
 
認
知
症
加
算
丁
一
を
算
定
す
べ
き
利
用
者
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
 
 

れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者
 
 

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
 
 
 

号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
 
 

障
が
あ
る
者
 
 

口
 
移
動
に
お
い
て
全
介
助
を
必
要
と
し
な
い
者
 
 

㈲
 
移
動
用
リ
フ
ト
 
（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
。
）
 
 

日
 
日
常
的
に
立
ち
上
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
移
乗
が
¶
部
介
助
又
は
全
介
助
を
必
要
と
す
る
者
 
 

日
 
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 
 
 

口
 
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
 
 
 

単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
岡
引
に
掲
げ
る
種
目
（
以
下
「
対
象
外
 
 
 

種
目
」
と
い
う
。
）
 
に
係
る
福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
対
象
外
種
目
に
係
る
指
定
 
 

福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
る
も
の
 
 

コ
．
¶
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
別
表
指
定
地
域
密
着
 
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
 
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
注
2
 
 
 

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
～
号
に
規
定
す
る
者
 
 

l
一
十
一
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
 
 
 

者
 
 

第
九
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

二
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
 
 
 

介
助
 
 
 

剰
刃
切
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
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る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者
 
 

嘉
川
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
注
固
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
 
 
 

又
は
知
的
障
害
者
 
（
以
下
 
「
視
覚
障
害
者
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
 
 
 

知
的
障
害
者
 
 

「
」
可
瑚
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
叫
周
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 
 

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 
 

イ
 
視
覚
障
害
 
点
字
の
指
導
、
点
訳
、
歩
行
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
 
 

る
者
 
 

二
十
七
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
 
 

二
十
六
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 

型
共
同
生
活
介
護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

型
共
同
生
活
介
護
費
の
注
5
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 

瑚
用
l
剖
 
 

イ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
 
 

ロ
 
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
利
用
者
の
介
護
に
係
る
計
 
 

ハ
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
利
用
者
の
状
態
又
は
家
 
 

ロ
 
認
知
症
加
算
互
を
算
定
す
べ
き
利
用
者
 
 

意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
 
 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者
 
 

画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
 
 

み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
日
常
生
活
に
対
す
る
注
意
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
も
の
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
二
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
周
囲
の
者
に
よ
 
 

本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
 
 

の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
 
 

ふ
闇
闇
庖
甲
彗
這
勺
γ
う
1
∴
 

甑
闇
闇
融
牒
且
－
】
t
い
川
い
バ
リ
 
 

ヒ
」
騨
靂
－
－
♂
も
⊥
▼
 

上
 
 

認
知
症
対
応
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
叫
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
 
 
 

又
は
知
的
障
害
者
 
（
以
下
 
「
視
覚
障
害
者
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
 
 
 

知
的
障
害
者
 
 

「
」
刃
四
l
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
叫
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 
 

イ
 
視
覚
障
害
 
点
字
の
指
導
、
点
訳
、
歩
行
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
 
 

る
者
 
 

一
〇
頁
 
 
 

肇
亀
川
脛
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ロ
 
聴
覚
障
害
又
は
言
語
機
能
障
害
 
手
話
通
訳
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

者
 
 
 

ハ
 
知
的
障
害
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
 
 

）
 
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
に
 
 

準
ず
る
者
 
 

ヨ
刃
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
 
 
 

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
団
1
5
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
者
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
利
用
す
る
期
間
中
 
 
 

に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
六
 
 
 

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
 
 
 

用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
 
 
 

費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
一
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

三
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
 
 

合
す
る
入
所
者
 
 

イ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
 
 

ロ
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
入
所
者
の
介
護
に
係
る
計
 
 

ハ
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
家
 
 
 

意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
 
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 

み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
 
 

ロ
 
聴
覚
障
害
又
は
言
語
機
能
障
害
 
手
話
通
訳
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

者
 
 
 

ハ
 
知
的
障
害
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
 
 

）
 
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
に
 
 

準
ず
る
者
 
 

「
一
．
引
「
五
l
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
均
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
利
用
す
る
期
間
中
 
 
 

に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
六
 
 
 

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
 
 
 

用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
 
 
 

費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

］
刃
司
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

二
十
七
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
 
 

イ
 
看
取
り
介
護
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
入
所
者
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

惚
 
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
し
た
 
 

仙
 
次
の
H
か
ら
日
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 

口
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
介
護
 
 

日
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
 
 

日
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
 
 

行
い
、
同
意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

見
込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 

は
家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
 
 

一
一
頁
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三
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 
 

イ
 
在
宅
生
活
を
継
続
す
る
観
点
か
ら
、
複
数
の
者
で
あ
ら
か
じ
め
在
宅
期
 
 

間
及
び
入
所
期
間
 
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
 
 

と
す
る
。
）
 
を
定
め
て
、
当
該
施
設
の
同
一
の
個
室
を
計
画
的
に
利
用
し
 
 

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ
る
者
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
可
村
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
凰
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

∃
五
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
 
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
 
 
 

表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
・
ロ
の
粗
相
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等
 
 

三
十
四
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
 
措
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
封
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

二
十
九
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
 
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
 
 
 

表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
／
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
叫
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等
 
 

療
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
等
が
行
わ
れ
て
い
る
者
 
 

∃
州
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 
 

イ
 
在
宅
生
活
を
継
続
す
 

間
及
び
入
所
期
間
 
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
 
 

と
す
る
。
）
 
を
定
め
て
、
当
該
施
設
の
同
一
の
個
室
を
計
画
的
に
利
用
し
 
 

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ
る
者
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
看
取
り
介
護
加
算
㈱
を
算
定
す
べ
き
入
所
者
 
 

ヨ
引
山
川
d
盟
刊
 
 

㈲
 
入
所
し
て
い
た
施
設
以
外
の
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

闇
 
入
所
し
て
い
た
施
設
以
外
の
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
者
 
 

療
機
関
に
入
所
又
は
入
院
等
し
た
後
も
、
当
該
入
所
者
又
は
入
院
患
者
 
 

療
機
関
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
 
 

の
家
族
に
対
す
る
指
導
や
当
該
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

一
二
頁
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第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

四
十
二
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
0
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
 
 
 

人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
 
 
 

働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
 
 
 

提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
 
 
 

い
者
 
 

四
十
三
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 
 

入
所
者
 
 

四
十
一
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
入
所
者
 
 

笥
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

ヨ
叫
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者
 
 

三
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
1
5
■
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
鵬
年
 
 
 

厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
 
 
 

の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
 
 
 

け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
八
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
者
 
 

三
十
五
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
0
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
 
 
 

人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
 
 
 

働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
 
 
 

提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
 
 
 

い
者
 
 

ヨ
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 
 

入
所
者
 
 

第
二
十
七
号
に
親
定
す
る
入
所
者
 
 

「
司
四
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

三
十
三
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者
 
 

三
十
一
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

■
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
 
 
 

厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
 
 
 

の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
 
 
 

け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
二
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
者
 
 

〓
ニ
頁
 
 
 



四
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

四
十
六
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

矧
．
¶
司
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ル
闇
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
 
 
 

手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

っ
て
は
、
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
 
 

し
た
者
 
 

．
 
 

矧
¶
矧
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

イ
 
認
知
症
疾
患
医
療
セ
 
 

Ⅰ
ビ
ス
の
り
の
注
 
 

ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 

イ
 
次
の
川
か
ら
畑
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 
 

Ⅲ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
 
 

込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

②
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
タ
ー
ミ
 
 

ナ
ル
ケ
ア
に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

畑
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
 
 

家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
 
 

同
意
を
得
て
、
タ
ー
、
、
ヘ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
認
知
症
の
鑑
別
診
断
等
に
 
 

ロ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅱ
）
若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
関
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
二
十
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 

費
（
Ⅲ
）
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅱ
）
若
し
く
は
ユ
 
 

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅲ
）
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
 
 

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関
 
 

ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

係
る
専
門
医
療
機
関
 
 
 

の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

三
十
九
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
Ⅲ
か
ら
㈲
ま
で
の
司
叫
、
ロ
Ⅲ
及
び
闇
の
笥
並
び
に
ハ
Ⅲ
か
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

司
州
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ル
②
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
 
 
 

手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 
 

三
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 

イ
 
次
の
川
か
ら
畑
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 
 

Ⅲ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
 
 

込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

②
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
タ
ー
ミ
 
 

ナ
ル
ケ
ア
に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

畑
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
 
 

家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
 
 

同
意
を
得
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
 
 

一
四
頁
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五
十
一
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

五
十
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
 
 

矧
⊥
り
州
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
固
川
、
ロ
侶
及
び
惚
の
注
割
引
並
び
に
ハ
仙
か
 
 
 

ら
櫛
ま
で
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
 
 
 

年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
 
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
 
 
 

供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
 
 
 

者
 
 

笥
瑚
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
仙
の
注
、
ロ
㈲
の
注
及
び
ハ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
療
養
食
 
 

費
単
位
数
表
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 
 

イ
 
新
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
一
 
 

ビ
ス
の
イ
㈹
の
注
及
び
ロ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
二
区
分
以
上
変
更
さ
れ
た
利
用
者
に
対
し
指
定
居
 
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
っ
た
場
合
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

宅
介
護
支
援
を
行
っ
た
場
合
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
 
 

十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
 
 

四
十
一
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

ら
畑
ま
で
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
目
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
 
 
 

年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
 
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
 
 
 

供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
 
 
 

者
 
 

矧
十
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
イ
帥
の
注
、
ロ
㈲
の
注
及
び
ハ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

療
養
食
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 

イ
 
初
回
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

施
設
へ
の
入
所
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
退
院
又
は
退
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

田
 
所
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
 
 

所
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

閻
 
要
介
護
状
態
区
分
が
二
区
分
以
上
変
更
さ
れ
た
利
用
者
に
対
し
指
定
 
 
 

病
院
若
し
く
は
診
療
所
へ
の
入
院
期
間
又
は
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
 
 

初
回
加
算
㈲
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

援
を
行
っ
た
場
合
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
 
 

二
十
三
号
）
 
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
指
定
居
宅
介
護
支
 
 

ス
の
カ
若
し
く
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
 
 

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

一
五
頁
 
 
 



五
十
二
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 

イ
 
退
院
・
退
所
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

老
人
福
祉
施
設
文
は
介
護
保
険
喝
訊
の
職
員
と
面
談
を
行
い
J
要
は
 
 

関
す
る
必
要
な
情
報
 
 

退
院
又
は
退
所
に
当
た
っ
て
、
 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
 
（
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
在
宅
 
 

項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
 
 

を
除
く
。
）
 
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
 
（
 
 

祉
施
設
 
（
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
 
 

所
期
間
が
三
十
日
以
下
で
あ
っ
た
者
が
退
院
又
は
退
所
 
（
指
定
地
域
密
着
 
 
 

一
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
へ
の
入
 
 

病
院
若
し
く
は
診
療
所
へ
の
入
院
期
間
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
 
 

ス
の
カ
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
 
 
 

の
提
供
を
受
け
た
上
で
、
 
 

当
該
病
院
、
診
療
所
、
地
域
密
着
型
介
護
 
 

入
所
相
互
利
用
加
算
を
算
定
す
る
場
合
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
又
は
地
域
密
着
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
 
 

る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

（
法
第
八
条
第
一
 
 

当
該
利
用
者
の
 
 

者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
連
携
を
行
っ
 
 

該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
か
ら
利
用
 
 
 

す
る
利
用
者
に
対
し
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
9
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
す
 
 

付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
在
宅
・
入
所
相
互
利
 
 

を
除
く
。
）
 
 

た
場
合
 
（
同
一
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
に
算
定
し
て
い
る
場
合
 
 
 

用
加
算
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
 
 
 

る
場
合
を
除
く
。
）
 
に
当
た
っ
て
、
新
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
 
 

一
六
頁
 
 
 



を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 
 

給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

丑
刃
矧
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
 
 

第
三
号
に
規
定
す
る
疾
病
等
 
 

五
十
五
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 

看
護
費
の
注
3
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

整
を
行
っ
た
場
合
 
（
同
 
 

成
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

等
介
護
給
付
費
単
 
 

祉
施
設
若
し
 
 

び
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

所
相
互
 
 

が
退
院
又
は
退
所
 
 

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

あ
の
利
用
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
、
 
 

を
行
い
、
 
 

て
、
当
該
利
用
者
 
 

て
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

の
地
域
密
着
型
介
 
 

退 
院 
・ 

退 
所 
加 
算 

㈱ 
を 

算 
定 
す 
べ 

き 

場 
合  

If 

瑚 
甜 
r㌻ 

呵 
瑚 

じ 
油   

利
用
加
算
を
算
定
す
る
場
合
を
 
 

利
用
者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
 
 

に
関
す
る
調
整
を
行
っ
た
場
合
 
（
同
 
 

く
は
介
護
保
険
施
設
 
 

ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
 
 

の
退
院
又
は
退
所
に
当
た
っ
 
 

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

ビ
ス
 
 

ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

の
利
用
開
始
月
に
調
整
を
 
 

の
利
用
者
に
つ
い
て
、
 
 

の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

へ
の
入
所
期
間
が
三
 
 

除
く
。
）
 
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
 
 

は
介
護
保
険
施
設
の
職
員
と
面
談
 
 

の
提
供
を
受
け
た
上
で
、
居
宅
 
 

ビ
ス
の
利
用
開
始
月
に
調
整
 
 

又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
 
 

ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
調
 
 

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
 
 

介
護
給
付
費
単
 
 

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
 
 

の
利
用
者
に
つ
い
て
、
 
 

行
う
場
合
に
限
る
。
 
 
 

十
日
を
超
え
る
者
 
 

の
ヲ
の
在
宅
・
入
 
 

四
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 
 

給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

四
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
 
 

第
三
号
に
規
定
す
る
疾
病
等
 
 

呵
¶
．
町
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
団
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

一
七
頁
 
 
 



第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
 
 

司
¶
対
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
笥
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 
 

珂
司
嘲
に
規
定
す
る
状
態
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

．
 

矧
」
川
切
に
規
定
す
る
者
 
 

五
十
八
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 
 

笥
切
に
規
定
す
る
特
別
な
薬
剤
 
 

司
刊
出
 
棺
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 
 

珂
州
割
に
規
定
す
る
特
別
食
 
 

司
刊
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
 
 
 

護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

当
該
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
 
（
 
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
護
費
 
 
 

の
ハ
、
ニ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
 
 
 

府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
 
 
 

の
期
間
）
 
 

六
十
一
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
 
 

六
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
生
活
介
護
費
の
べ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

司
刊
ヨ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
畑
の
注
、
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 ロ

㈲
の
注
、
ハ
㈲
の
注
及
び
ニ
㈲
の
注
の
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

五
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
項
捌
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

五
十
一
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 

第
四
号
に
規
定
す
る
状
態
 
 

笥
司
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

珂
封
切
に
規
定
す
る
者
 
 

呵
¶
司
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 
 

剰
司
割
に
規
定
す
る
特
別
な
薬
剤
 
 

呵
¶
月
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 
 

笥
切
に
規
定
す
る
特
別
食
 
 

呵
¶
州
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
 
 
 

介
護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

当
該
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
 
（
 
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
介
護
費
 
 
 

の
ハ
、
ニ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
 
 
 

府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
 
 
 

の
期
間
）
 
 

笥
刈
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
 
 

苛
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
 
 
 

所
生
活
介
護
費
の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

ホ
㈲
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
㈲
の
 
 
注
、
ロ
㈲
の
注
、
ハ
㈲
の
注
、
ニ
㈲
の
注
及
び
 
 

．
 

．
．
 
b
－
蜜
一
r
ト
】
■
■
n
最
‖
．
r
l
L
1
．
－
－
 
 

L
．
b
っ
p
托
r
レ
可
詫
り
ー
】
r
m
7
L
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六
十
八
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 

第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
別
表
指
 
 
 

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
 
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

第
対
月
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

司
君
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
二
十
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

六
l
十
l
剖
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
福
祉
 
 
 

用
具
貸
与
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

尺
十
四
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
州
側
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 

呵
引
割
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
十
九
号
に
規
定
す
る
者
 
 

司
¶
吋
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
頗
の
算
定
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
別
表
指
 
 
 

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
 
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 
 

剰
刈
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

．
 
 

丑
¶
剥
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
福
祉
 
 
 

用
具
貸
与
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

一
九
頁
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○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
五
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 
 

▼
l
 
l
 
 
 



よ
う
通
知
し
て
い
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
等
で
あ
る
こ
と
。
 
 

コ
 
訪
問
介
護
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
 
特
定
事
業
所
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 

と
。
 
 

1
～
3
 
 
 
（
略
）
 
 

ち
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
、
 
 

事
業
所
又
は
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
 
 

を
取
得
し
、
 
 

了
者
に
対
し
、
平
成
二
十
l
一
年
三
月
三
十
 
 

「
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 

に
お
け
る
対
応
方
法
が
利
用
者
に
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

捌
 
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
う
ち
介
護
 
 

㈲
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
 
 

㈲
 
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
 
 

修
了
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
五
条
第
 
 

経
験
を
有
す
る
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
若
し
く
は
一
級
課
程
 
 
 

0  

了
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
 
 

を
二
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

と
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
は
、
常
勤
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
 
 

令
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
ち
介
護
職
員
基
礎
 
 

福
祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
又
は
介
護
福
祉
士
、
施
行
 
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
及
び
一
級
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
以
下
 
「
一
級
課
程
修
 
 

基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
。
以
下
 
「
指
定
居
宅
サ
ー
 
 

三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
介
護
福
祉
士
又
は
五
年
以
上
の
実
務
 
 
 

研
修
課
程
を
修
了
し
た
者
 
（
以
下
 
「
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
 
 

二
項
に
よ
り
一
人
を
超
え
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
配
置
す
る
こ
と
 
 

ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
）
 
第
二
十
九
条
第
六
号
に
規
定
す
る
緊
急
時
等
 
 

又
は
施
行
令
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
研
修
の
課
程
の
う
 
 
 

級
課
程
若
し
く
は
二
級
課
程
を
受
講
す
る
 
 

目
ま
で
に
介
護
福
祉
士
の
資
格
 
 

で
あ
っ
て
、
当
該
三
級
課
程
修
 
 

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
 

訪
問
介
護
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
特
定
事
業
所
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 
 

と
。
 
 
 

1
～
3
 
 
 

（
略
）
 
 

間
介
護
員
が
い
な
い
こ
と
。
 
 

㈲
 
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
が
 
 

㈲
 
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
う
ち
三
級
課
程
の
訪
 
 

㈲
 
当
該
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
の
う
ち
介
護
 
 
 

福
祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

五
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
介
護
福
祉
士
で
あ
る
こ
と
。
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四
 
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
の
基
準
 
 

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に
関
す
る
意
見
を
求
 
 
 

め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対
応
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ
と
。
 
 

三
 
訪
問
入
浴
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
 
 

ニ
 
当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
 
 

ハ
 
当
該
指
定
訪
問
入
浴
介
護
事
業
所
の
す
べ
 
 

ロ
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
 
 

ロ  ′＼   

職
員
基
礎
研
修
課
程
修
了
者
 
 

こ
と
。
 
 

福
祉
士
 
 

介
護
従
業
者
の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
 
 

と
。
 
 

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訪
問
入
浴
 
 

葛
川
観
相
刻
劃
 
 

事
項
の
伝
達
又
は
当
該
指
定
訪
問
 
 

ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
し
、
 
 

に
対
し
、
健
康
診
断
等
 
 

刑
 
前
年
度
又
は
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の
 
 
 

総
数
の
う
ち
、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
 
 

る
研
修
を
含
む
。
）
 
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

八
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
）
 
で
あ
る
者
の
占
め
る
 
 
 

割
合
が
百
分
の
二
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

特
定
事
業
所
加
算
㈱
 
イ
の
仙
か
ら
捌
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
 
 

に
も
適
合
し
、
か
つ
、
㈲
又
は
㈲
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と
。
 
 
 

特
定
事
業
所
加
算
㈲
 
イ
の
仙
か
ら
捌
ま
で
及
び
刑
に
掲
げ
る
基
準
の
 
 

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
 
 

者
並
び
に
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
し
く
は
 
 

行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
 
（
介
護
保
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
又
は
介
護
福
祉
士
 
 

を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
 
 

当
該
計
画
に
従
い
、
研
修
 
（
外
部
に
お
け
 
 

入
浴
介
護
事
業
所
に
お
け
る
訪
問
入
浴
 
 

の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
介
護
 
 

た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
 
 

て
の
訪
問
入
浴
介
護
従
業
者
 
 

ト
∵
 
卜
L
■
ト
」
ト
L
■
L
’
F
一
ト
l
L
．
■
 
■
 
 

及
び
介
護
 
 

二
 
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
訪
問
者
護
加
算
の
基
準
 
 
 

利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
電
話
等
に
よ
り
看
護
に
関
す
る
意
見
を
求
 
 
 

め
ら
れ
た
場
合
に
常
時
対
応
で
き
る
体
制
に
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
特
定
事
業
所
加
算
㈱
 
イ
の
仙
か
ら
刷
ま
で
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
 
 
 

に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

ハ
 
特
定
事
業
所
加
算
㈲
 
イ
の
用
か
ら
側
ま
で
及
び
の
に
掲
げ
る
基
準
の
 
 
 

い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

刑
 
算
定
日
が
属
す
る
目
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
 
 

、
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
 
 
 

割
合
が
百
分
の
二
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

■
L
，
．
．
1
L
－
」
－
r
 
 

．
－
■
 
ト
 
 
ー
い
■
H
l
■
L
肌
■
■
ト
．
臣
r
ト
 
料
、
・
ト
1
．
1
M
L
一
■
．
 
 

．
い
H
1
■
随
軋
卜
巨
 
1
＿
椚
－
い
ー
A
り
 
J
－
－
－
 
 

で ′㌢  



七
 
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 
 

萄
判
 
 

八
 
適
所
介
護
費
に
お
け
る
個
別
機
能
訓
練
加
算
の
基
準
 
 

六
 
訪
問
看
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

到
 
訪
問
看
護
費
に
係
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
個
別
機
能
訓
練
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
 
 

士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
の
う
ち
、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
が
 
 

イ
 
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
す
べ
 
 

イ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
受
け
る
利
用
者
に
つ
い
て
二
十
四
時
間
連
絡
が
と
 
 
 

れ
る
体
制
 
（
以
下
 
「
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
」
 
と
い
う
。
）
を
確
保
し
て
お
 
 

い
る
こ
と
。
 
 

ニ
 
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
看
護
師
等
の
総
数
の
う
ち
、
勤
続
年
数
 
 

ロ
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
 
 

ロ
 
主
治
医
と
の
連
携
の
下
に
、
 
 

ハ
 
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
看
護
師
等
に
対
し
、
健
康
診
 
 

ハ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
提
供
に
つ
い
て
利
用
者
の
身
体
状
況
の
変
化
等
必
 
 
 

要
な
事
項
が
適
切
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
理
学
療
法
 
 

術
指
導
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。
 
 

事
項
の
伝
達
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
看
護
師
等
の
技
 
 

。
）
 
に
対
し
、
看
護
師
等
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
従
 
 

断
等
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
 
 

説
明
を
行
い
 
 

係
る
計
画
及
び
支
援
体
制
に
 
 

り
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
 
 

制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ビ
ス
基
準
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
看
護
師
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

い
、
研
修
（
外
部
に
お
け
る
研
修
を
含
む
。
 
 

同
意
を
得
て
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

つ
い
て
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
 
 

訪
問
看
護
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
 
 

指
定
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
 
 

て
の
看
護
師
等
 
（
指
定
居
宅
サ
ー
 
 

）
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
 
 

三
 
訪
問
看
護
費
に
係
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
受
け
る
利
用
者
の
た
め
に
二
十
四
時
間
連
絡
が
と
 
 
 

れ
る
体
制
 
（
以
下
 
「
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
」
 
と
い
う
。
）
を
確
保
し
て
お
 
 
 

り
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
、
指
定
訪
問
看
護
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
体
 
 
 

制
を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
提
供
に
つ
い
て
利
用
者
の
身
体
状
況
の
変
化
等
必
 
 
 

要
な
事
項
が
適
切
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

四  

頁   



ロ  

㈲
 
イ
恩
に
該
当
す
る
も
 
 

闇  
る 

こ 

と 

。   

能 
訓 
練 
計 

画 
山 
作 
成 
及 
び 
黒 
地 
に 

お 
い 

て 

利 
用 

者 
い 
‖ 

立 
の   

闇  

〃I 

機 
機 能 

訓 

練 
指 
導 
員 
、 

う 看 
護 

に 職 
員 
、 

介 
護 
職 
員 
「 

虫 
活 
相 

も 談 
員 
そ 

の 

ろ  他   

こ 

と 

。  

司 

観 

山訓附   

機
能
訓
練
が
適
切
に
提
俄
さ
れ
て
い
る
斗
a
d
 
 

意
欲
が
増
進
さ
れ
る
よ
 
 

項
目
を
準
備
し
、
 
 

上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

聴
覚
士
、
看
護
職
員
、
 
 

の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
 
 

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
理
学
療
法
士
等
」
 
 

そ
の
項
目
の
選
択
に
当
た
っ
 
 

う
利
用
者
を
援
助
し
 
 

の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

柔
道
整
復
師
又
は
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
 
 

の
理
学
療
法
士
等
を
 
 心

身
の
状
況
に
応
じ
た
 
 

て
は
、
利
用
者
の
生
活
 
 

と
い
う
。
）
 
を
一
名
以
 
 

一
名
以
上
配
置
し
て
い
 
 

四
 
適
所
介
護
費
及
び
 
 

症
ケ
ア
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
若
年
性
認
知
症
利
用
者
に
適
切
に
 
 

所
介
護
又
 
 

若
年
性
認
知
症
利
用
者
 
 

と
。
 
 

る
こ
と
。
 
 

員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

若
年
性
認
知
症
利
用
者
の
 
 

は
指
定
適
所
 
 

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

の
主
治
 
 

み
に
よ
り
構
成
さ
れ
 
 

の
医
師
等
と
適
切
に
連
携
し
て
い
る
こ
 
 

対
応
で
き
る
看
護
職
員
又
は
介
護
職
 
 

ヨ
ン
が
適
切
に
提
供
さ
れ
て
い
 
 
 

ヨ
ン
費
に
お
け
る
若
年
性
認
知
 
 

る
単
位
に
対
し
指
定
通
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十
 
適
所
介
護
費
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
及
び
認
知
症
対
応
型
適
所
 
 

九
 
適
所
介
護
費
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 

介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
準
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
 
 

数
の
基
準
並
び
に
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
 
 

第
二
十
七
号
。
以
下
 
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
」
 
と
い
う
。
）
第
二
号
、
第
 
 

護
者
と
な
っ
た
者
又
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
要
支
援
者
と
な
っ
た
者
を
 
 

費
に
お
け
る
若
年
性
認
知
症
利
用
者
受
入
加
算
の
基
準
 
 

護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
 
 

病
院
に
お
け
る
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
は
除
く
。
）
、
介
護
予
防
 
 

防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
介
 
 

費
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
介
護
費
、
介
護
予
 
 

認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
 
 
 

る
初
老
期
に
お
け
る
認
知
症
に
よ
っ
て
法
第
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
要
介
 
 
 

い
う
。
）
 
ご
と
に
個
別
の
担
当
者
を
定
め
て
い
る
こ
と
。
 
 

に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
は
除
く
。
）
、
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
 
 

一
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

受
け
入
れ
た
若
年
性
認
知
症
利
用
者
 
（
施
行
令
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
 
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
 
 

。
）
 
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
の
 
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
基
準
 
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
用
者
等
の
数
の
基
準
及
び
看
護
職
員
等
の
員
 
 

数
の
基
準
並
び
に
適
所
介
護
費
等
の
算
定
方
法
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
 
 

第
二
十
七
号
。
以
下
 
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
」
 
と
い
う
。
）
第
二
号
、
第
 
 

臣
が
定
め
 
 

護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
 
 

の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
 
 

二
 
若
年
性
認
知
症
利
用
者
の
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
の
指
定
適
所
介
護
 
 

言
号
、
第
六
号
、
第
十
号
、
第
十
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
栄
養
 
 

適
所
介
護
費
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
、
認
知
症
対
応
型
適
所
介
 
 

又
は
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
相
談
支
援
、
情
報
提
供
等
を
行
っ
て
い
る
こ
 
 

と
。
 
 

又
は
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
 
 

る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
つ
 
 
 

第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
イ
に
お
い
て
同
じ
 
 

配
置
に
係
る
部
分
及
び
別
に
厚
生
労
働
大
 
 

号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
 
（
看
護
 
 

の
に
お
け
る
医
師
 
 六  

頁   



十
二
 
通
所
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 

¶
↓
 
適
所
介
護
費
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
及
び
認
知
症
対
応
型
通
 
 
 

所
介
護
費
並
び
に
介
護
予
防
適
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
 
 
 

シ
ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
 
 
 

向
上
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
十
四
 
 
 

号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
 
 
 

い
こ
と
。
 
 

十
三
 
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
痙
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

叫
萄
判
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈲
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈲
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

仙
 
当
該
指
定
適
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
介
護
福
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

侶
 
指
定
通
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

似
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
イ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
基
準
の
い
 
 

似
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
口
及
び
こ
に
規
定
す
る
基
準
の
い
 
 

Ⅲ
 
指
定
療
養
適
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
の
う
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
 
 

こ
と
。
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

ち
、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
 
 

司
 
適
所
介
護
費
、
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
及
び
認
知
症
対
応
型
適
所
 
 
 

介
護
費
並
び
に
介
護
予
防
通
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
費
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
費
に
お
け
る
口
腔
機
能
向
 
 
 

上
加
算
の
基
準
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
二
号
、
第
二
号
及
び
第
六
号
並
び
に
第
十
四
 
 
 

号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
 
 
 

い
こ
と
。
 
 
 



l
、
 
 

十
四
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
 
 

惚
 
イ
惚
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

軸
 
指
定
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

似
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
 
 

適 
合 
す 
る 

こ 

と 

。  

別  

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈲
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

の
う
ち
、
 
 

と
。
 
 

の
総
数
の
う
ち
、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
 
 

介
護
福
祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
あ
る
こ
 
 

言
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

八
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
福
 
 

七
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
、
短
期
入
所
療
養
介
護
費
、
地
域
密
着
型
介
護
福
 
 

知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
お
け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
 
 

師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
並
び
に
第
十
六
 
 

大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
っ
て
医
 
 

療
養
介
護
事
業
所
で
あ
っ
て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
 
 

分
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
 
 

号
及
び
第
十
七
号
 
 

師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
お
け
る
医
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
つ
 
 

十
二
号
及
び
第
十
三
号
 
（
看
護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
の
配
置
に
係
 
 

び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
管
理
体
制
加
算
の
基
準
 
 

及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
及
 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
基
準
 
 

に
届
け
出
た
も
の
に
お
け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
及
び
別
に
厚
生
労
働
 
 

る
部
分
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
短
期
入
所
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
 
 

（
看
護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
の
配
置
に
係
る
部
 
 

て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
 
 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

八  

頁   



十
六
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
 
 

替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
 
 
 

れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

¶
刊
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
緊
急
短
期
入
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
算
 
 
 

の
基
準
 
 
 

イ
 
他
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
等
と
連
携
し
、
緊
急
に
指
定
短
 
 

期
入
所
サ
ー
ビ
ス
 
（
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
指
定
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
を
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
利
用
者
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
 
 

を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
た
め
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
を
通
 
 
 

じ
て
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
t
環
境
そ
の
他
の
保
健
 
 

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
て
い
る
こ
 
 

と
。
 
 

護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
の
配
置
に
係
る
部
分
、
別
に
厚
生
労
働
大
 
 

師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
 
並
び
に
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
 
（
看
 
 
 

師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
に
お
け
る
医
 
 

大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
っ
て
医
 
 

療
養
介
護
事
業
所
で
あ
っ
て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
 
 

福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
 
 

ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
 
 

及
び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
療
養
食
加
算
の
基
準
 
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
H
 
 

臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
 
 

十
二
号
及
び
第
十
三
号
 
（
看
護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
の
配
置
に
係
 
 

に
お
け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
第
五
十
七
号
に
お
い
て
読
み
 
 

に
届
け
出
た
も
の
に
お
け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
及
び
別
に
厚
生
労
働
 
 

る
部
分
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
短
期
入
所
 
 

で
あ
っ
て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
の
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 
 

提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

九
 
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
緊
急
短
期
入
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

イ
 
他
の
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
等
と
連
携
し
、
緊
急
に
指
定
短
 
 

期
入
所
サ
ー
ビ
ス
 
（
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
及
び
指
定
短
期
入
所
療
養
 
 

介
護
を
い
う
。
）
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
利
用
者
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
 
 

を
整
備
し
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
確
保
の
た
め
に
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
を
通
 
 

じ
て
利
用
者
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
の
保
健
 
 

医
療
サ
ー
ビ
ス
又
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
て
い
る
こ
 
 

と
。
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
及
 
 

び
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
療
養
食
加
算
の
基
準
 
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
、
第
四
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
 
 

十
二
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
に
規
定
す
る
基
準
 
 

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
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十
七
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
及
び
介
護
予
防
 
 

短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
強
化
加
算
の
基
 
 

準
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈱
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈲
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

闇
 
イ
②
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

軸
 
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
を
利
用
者
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

川
 
当
該
指
定
短
期
入
所
生
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

②
 
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
 
 

相
 
当
該
指
定
短
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
 
 

員
）
 
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

0  

う
ち
、
介
護
福
祉
士
 
 
 

十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
 
 

上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

十
一
条
第
二
項
 
 

第
二
項
の
規
定
 
 

期
入
所
生
 
 

る
こ
と
。
 
 

る
場
合
に
あ
つ
 
 

る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 
 

て
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
直
接
提
供
す
る
職
員
）
 
の
総
数
の
う
ち
 
 

に
あ
っ
て
は
、
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
 
 

活
介
護
事
業
所
が
 
 

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
 
 

期
入
所
 
 

て
は
、
当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
に
対
し
 
 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
 
 
 

の
適
用
を
受
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
 
 

常
勤
職
員
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
七
十
五
以
 
 

当
該
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
看
護
・
介
護
職
 
 

生
活
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
 
（
当
該
指
定
短
 
 

括
介
護
事
業
所
の
看
護
・
介
護
職
員
 
（
当
該
 
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
十
～
条
 
 

所
が
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
二
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

に
直
接
提
供
す
る
職
員
 
（
当
該
 
 

ム
の
介
護
職
員
）
 
の
総
数
の
 
 

ム
で
あ
る
場
合
 
 

十
 
介
護
老
人
保
健
施
設
に
お
け
る
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
係
る
リ
ハ
ビ
リ
 
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
機
能
強
化
加
算
の
基
準
 
 

一
〇
頁
 
 
 



十
九
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
基
 
 
 

判
 
 

ニ
 
医
師
、
看
護
職
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
等
が
 
 

共
同
し
て
利
用
者
ご
と
に
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
作
成
し
、
 
 

当
該
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
に
基
づ
き
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
 
 

士
又
は
言
語
聴
覚
士
が
理
学
療
法
、
作
業
療
法
又
は
言
語
聴
覚
療
汝
を
適
 
 

切
に
行
う
体
制
に
あ
る
こ
と
。
 
 

¶
州
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
緊
急
短
期
入
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
算
 
 
 

の
基
準
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
〓
 
 

イ
 
常
勤
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
を
一
人
以
上
配
 
 
 

置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
 
 
 

基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
定
 
 
 

め
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
覚
士
を
配
置
し
て
い
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

ハ
 
 
（
略
）
 
 

に 

し も該当 
な 
い 
こ 

と 

。  

叫 
固 
伽 

Ⅲ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

も 

適 
合 
す 
る 

こ 

と 

。  

刃 
所 
珂 
萄 
列 

到 
珂 

間 
封 
山矧 
威 
吋 
感 

口
 
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
 
 

H
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
 
 
 

る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
つ
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

介
護
福
祉
士
 
 

以
下
 
「
療
養
病
棟
」
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

と
い
う
。
）
、
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
 
 

て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
 
 
 

ト
 
」
冨
・
藍
川
F
 
－
－
 
㌧
．
㍉
 
 

ニ
 
医
師
、
看
護
職
員
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
等
が
共
同
し
て
利
用
 
 

者
ご
と
に
個
別
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
を
作
成
し
、
当
該
リ
ハ
ビ
リ
 
 

テ
ー
シ
ョ
ン
計
画
に
基
づ
き
、
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴
 
 

覚
士
が
理
学
療
法
、
作
業
療
法
又
は
言
語
聴
覚
療
法
を
適
切
に
行
う
体
制
 
 

に
あ
る
こ
と
。
 
 

¶
」
 
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
緊
急
短
期
入
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
加
算
 
 
 

の
基
準
 
 
 

－
 

珂
叫
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

イ
 
常
勤
の
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
を
一
人
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

ロ
 
介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
 
 
 

基
準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
定
 
 

ハ
 
 
（
略
）
 
 

め
る
理
学
療
法
士
又
は
作
業
療
法
士
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

臣
リ
ー
㌦
u
ド
鶴
▲
l
 
 

＼
賊
Ⅵ
閥
サ
領
牒
牒
守
虻
t
げ
∴
∵
イ
 
 

海
曹
リ
ノ
鷹
皿
甘
や
け
 
∴
㌻
仁
 一

一
頁
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ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
休
制
強
化
加
算
㈱
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈲
 
 

恩
 
病
院
で
あ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
診
療
所
で
あ
る
短
期
 
 

旧
 
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
 
 

川
 
介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

ロ
 
イ
山
口
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

H
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
 
 

ロ
 
イ
闇
口
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
イ
川
口
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

H
 
療
養
病
棟
、
病
室
又
は
認
知
症
病
棟
の
看
護
・
介
護
職
員
の
総
数
 
 

口
 
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
口
又
は
 
 

も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

う
ち
、
常
勤
職
員
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
 
 

と
。
 
 

症
病
棟
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
職
員
の
総
数
の
う
ち
、
勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
 
 

は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
者
又
は
入
所
者
に
直
接
提
供
す
 
 

所
療
養
介
護
を
行
う
老
人
性
 
 

を
行
う
病
室
 
（
以
下
 
「
病
室
」
 
と
い
う
。
）
 
 

る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
又
 
 

る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
看
護
 
 

の
う
ち
、
常
勤
職
員
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
七
十
五
以
上
で
あ
る
 
 

こ
と
。
 
 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
介
護
老
人
保
健
施
設
で
あ
 
 
 

で
あ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
 
 

認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
 
（
以
下
 
「
認
知
 
 

七
十
五
以
上
で
あ
る
こ
 
 

又
は
当
該
指
定
短
期
入
 
 

ハ
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 

介
護
職
員
の
総
数
の
 
 

介
護
福
祉
士
 
 

一
二
頁
 
 
 



二
十
一
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

一
 
 

の
刻
画
 
 

二
十
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
に
お
け
る
二
十
四
時
間
通
報
対
応
加
算
の
基
 
 
 

調
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
・
提
供
体
制
強
化
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

イ
 
日
中
に
お
い
て
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
た
め
に
 
 

ロ
 
利
用
者
か
ら
の
通
報
を
受
け
、
緊
急
の
対
応
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
 
 

ニ
 
利
用
者
か
ら
の
通
報
に
つ
い
て
、
通
報
日
時
、
通
報
内
容
、
具
休
的
対
 
 

ハ
 
利
用
者
の
日
中
に
お
け
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況
等
を
把
握
し
て
 
 

㈲
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
若
し
く
は
サ
ー
ビ
 
 

川 

夜 
間 
対 
応 
型 
訪 
問 
介 
護 

費 
‖ 
を 
算 
定 
し 

て 
い 

る 
こ 

と 

。  

剰 

矧矧  

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

応
の
内
容
に
つ
い
て
記
録
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

合
に
連
携
す
る
指
定
訪
問
介
護
事
業
所
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
体
制
を
確
 
 

保
し
、
必
要
に
応
じ
て
指
定
訪
問
介
護
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
。
 
 

必
要
な
人
員
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

い
る
こ
と
。
 
 

等
に
対
し
、
 
 

予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
イ
似
口
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

H
 
当
該
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
を
行
う
療
養
病
棟
、
病
室
又
は
認
 
 

に
従
い
、
研
修
（
外
部
に
お
け
る
研
修
を
含
む
。
 
 

も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
 
 

病
院
で
あ
る
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
又
は
診
療
所
で
あ
る
短
期
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

知
症
病
棟
の
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
又
は
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
 
 

ス
を
利
用
者
又
は
入
院
患
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
の
う
ち
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
 
 

訪
問
介
護
員
等
ご
と
に
研
修
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
 
 
 

ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
 
 

）
を
実
施
又
は
実
施
を
 
 

〓
ニ
頁
 
 
 



二
十
二
 
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

呵
司
判
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
‖
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈱
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈱
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

川
 
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
又
は
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

②
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
六
号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

㈲
 
当
該
単
独
型
・
併
設
型
指
定
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
事
業
所
又
は
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

川
 
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
㈲
を
算
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

②
 
イ
闇
か
ら
㈲
ま
で
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
当
該
指
定
 
 

㈲
 
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

含
む
。
）
 
の
う
ち
、
介
護
福
祉
士
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
 
 

防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
 
 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
数
 
（
 
 

設
又
は
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
職
員
の
総
数
を
 
 

共
用
す
る
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
 
 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
設
備
を
 
 

福
祉
士
及
び
介
護
職
員
基
礎
研
修
課
痙
修
了
者
 
 

等
に
対
し
、
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

意
事
項
の
伝
達
又
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
訪
問
介
護
員
等
の
技
術
指
導
を
目
的
と
 
 

の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

介
護
福
祉
士
の
占
め
 
 

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
 
 

健
康
診
断
等
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
。
 
 

は
当
該
指
定
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
事
業
所
に
お
け
 
 
 

る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
又
は
介
護
 
 
 

所
の
す
べ
て
の
訪
問
介
護
員
 
 

し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
 
 

の
訪
問
介
護
員
等
の
総
数
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

一
四
頁
 
 
 



二
十
三
 
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
休
制
強
化
 
 

加
算
の
基
準
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

明 
し 

て 
い 

る 

こ 

と 

。  

嘲 
到 
圃 
叫 
剋 
」呵 

川 

司 
珂 

型矧叫 

圃 
列 
間 
肌 
昭 
到  

②
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
や
留
意
事
項
の
伝
達
又
は
小
規
模
多
機
能
型
 
 

仙
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
す
べ
て
の
小
規
模
 
 
 

多
動
機
能
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
イ
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

あ
る
こ
と
。
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
 
（
看
護
師
又
は
准
看
護
師
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

業
者
ご
と
の
研
修
計
画
を
作
成
し
、
研
修
 
（
外
部
に
お
け
る
研
修
を
含
 
 

者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
に
対
し
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
 
 

）
 
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
従
業
 
 

第
三
十
四
号
。
以
下
 
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
 
と
い
う
。
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
 
 

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
 
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
 
 

年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

護
を
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
を
含
む
。
）
 
の
う
ち
、
勤
続
年
数
三
 
 

唐
音
生
活
介
護
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
 
 

型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
 
 

知
症
対
応
型
適
所
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
設
備
を
共
用
す
る
指
定
 
 

む
。
）
 
を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
 
 

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
 
 
 

通
所
介
護
を
利
用
者
に
直
接
提
供
す
る
職
員
の
総
数
 
 

共
用
型
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
の
指
定
認
知
症
対
応
型
 
 
 

の
総
数
の
う
ち
、
介
護
福
祉
士
 
 

の
技
術
指
導
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
 
 

指
定
地
域
密
着
型
特
定
施
設
又
は
指
定
地
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
四
十
以
上
で
 
 
 

（
共
用
型
指
定
認
 
 

」
閂
町
慮
屯
［
ほ
撼
p
ト
㌫
笹
u
＿
円
r
－
 
－
 
L
 
い
．
 
 

l
遥
岬
鸞
．
傭
脛
1
4
－
 
 

」
襲
「
－
』
ド
▲
誉
l
－
 

一
五
頁
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二
十
四
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
 
 

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
 
 

施
設
サ
ー
ビ
 
 

生
活
介
護
に
お
け
る
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
侶
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
 
 

ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
㈱
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
≠
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

伽
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
 
 

恩
 
イ
伽
、
恩
及
び
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

㈲
 
当
該
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

必
 
認
知
症
介
護
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を
、
対
象
 
 

㈲
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
利
用
者
、
 
 

榔
 
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
七
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

象
者
の
数
が
十
九
を
超
え
て
卜
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
を
加
 
 
 

象
者
の
数
が
二
十
人
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 
 

者
の
数
が
二
十
人
未
満
で
あ
る
場
人
口
に
あ
っ
て
は
、
一
以
上
、
当
該
対
 
 
 

者
 
（
以
下
 
「
対
象
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
‥
以
上
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

居
宅
介
護
従
業
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

し
く
は
行
動
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
 
 

る
割
合
が
百
分
の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

一
ヾ
 
■
 
 
）
 
 
）
 
 
一
．
－
0
 
 

て
、
－
万
こ
そ
二
こ
と
 
 

の
六
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

の
総
数
の
う
ち
、
‖
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
若
 
 

イ
川
、
闇
及
び
㈲
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ス
 
（
老
人
惟
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
る
病
院
に
お
け
る
 
 
 

ス
を
除
く
。
）
 
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
療
養
 
 

居
宅
介
護
事
業
所
の
小
規
模
多
機
能
型
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

常
勤
職
員
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
 
 

入
所
者
又
は
入
院
患
者
 
 

小
規
模
多
機
能
型
 
 

に
、
当
該
対
 
 

一
六
頁
 
 



二
十
五
 
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
 
 

加
算
の
基
準
 
 

イ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ハ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
≠
 
 

ロ
 
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
佃
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

ロ
 
認
知
症
専
門
ケ
ア
加
算
佃
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
 
 

②
 
イ
切
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

適 
合 
す 
る 

こ 

と 
。  

㍉ 

、 

甘 
勅 
願 
〓 
い 

ハ 

め 

う 

割 
′．〓 
が 
H 
わ 
山 
L 
十 

川 
魂 
職  

似
 
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
八
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 

Ⅲ
 
当
該
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所
の
介
護
職
員
の
総
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

畑
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
に
お
け
る
介
護
職
員
、
看
護
職
員
ご
と
の
認
 
 

脚
 
羅
知
症
介
護
の
指
導
に
係
る
専
門
的
な
研
修
を
修
了
し
て
い
る
者
を
 
 

仙
 
イ
の
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

畑
 
当
該
事
業
所
又
は
施
設
の
従
業
者
に
対
し
て
、
認
知
症
ケ
ア
に
関
す
 
 

該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

数
の
う
ち
、
介
護
福
祉
士
 
 

こ
と
。
 
 

実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

知
症
ケ
ア
に
関
す
る
研
修
計
画
を
作
成
し
、
当
該
計
画
に
従
い
、
研
修
 
 

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

え
て
得
た
数
以
上
配
置
し
、
チ
ー
ム
と
し
て
専
門
的
な
認
知
症
ケ
ア
を
 
 

を
実
施
又
は
実
施
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

る
留
意
事
項
の
伝
達
又
は
技
術
的
指
導
に
係
る
会
議
を
定
期
的
に
開
催
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

し
て
い
る
こ
と
。
 
 

一
名
以
上
配
置
し
、
 
 事
業
所
又
は
施
設
全
体
の
認
知
症
ケ
ア
の
指
導
等
 
 

の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
 
 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
 
 

い
ず
れ
に
も
 
 

．
 

－
r
ト
＿
 
 
ヽ
＿
t
▼
 
l
 
 

■
 
 

一
七
頁
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同
じ
。
）
 
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

∃
九
l
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
！
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
 
 
 

移
行
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
八
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

、
行
縄
付
腫
施
設
サ
ー
l
‥
丁
欺
け
行
適
時
養
施
設
刃
・
－
ト
ト
′
、
巨
．
∵
ぃ
け
∴
J
†
正
 
 

二
十
七
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

闇
 
イ
闇
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

ヨ
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
 
 
 

実
施
減
算
の
基
準
 
 
 

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
に
所
在
す
る
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
で
あ
 
 

号
及
び
第
四
十
六
号
 
 

け
る
医
師
の
員
数
に
係
る
部
分
を
除
く
。
次
号
、
第
三
十
号
イ
、
第
三
十
 
 
 

号
 
（
看
護
職
員
の
員
数
に
対
す
る
看
護
師
 
 

0  

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
三
十
七
条
第
五
項
、
第
百
六
十
二
 
 

条
第
七
項
又
は
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
 
 

及
び
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
若
年
性
認
知
症
入
所
者
受
入
加
算
 
 

の
基
準
 
 

っ
て
医
師
の
確
保
に
関
す
る
計
画
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
た
も
 
 

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
加
算
の
基
準
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 

軸
 
指
定
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
者
 
 

適
合
す
る
こ
と
。
 
 

員
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

の
三
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
九
号
に
お
い
て
 
 

勤
続
年
数
三
年
以
上
の
者
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 

の
配
置
に
係
る
部
分
及
び
別
に
厚
 
 

に
直
接
提
供
す
る
職
 
 

十
三
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
移
 
 
 

行
加
算
の
基
準
 
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 
 

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

十
二
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
 
 
 

施
減
算
の
基
準
 
 

基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
七
条
第
五
項
 
 

、
第
百
六
十
二
条
第
七
項
又
は
第
百
七
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
 
 

て
い
な
い
こ
と
。
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
 
 

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
 
 

一
八
頁
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ヨ  

護 
地 
域 
密 
着 

）  型 
算 介 
の 護 
怯 福 

準  祉 
施 
設 
サ 
ー 

ビ 

ス 
、 

介 
護 
福 

祉 
施 
設 
サ 

「 ービ 
叫 ス 

ス 、   

号
に
規
定
す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

三
十
二
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
属
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
 （
略
）
 
 

三
十
三
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
に
お
け
る
在
宅
・
入
所
相
互
利
用
加
算
の
基
準
 
 

在
宅
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
期
間
中
の
介
護
支
援
専
門
員
と
入
所
す
る
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
支
援
専
 
 
 

門
員
と
の
間
で
情
報
の
交
換
を
十
分
に
行
い
、
双
方
が
合
意
の
上
介
護
に
関
 
 
 

す
る
目
標
及
び
方
針
を
定
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
目
 
 
 

標
及
び
方
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 
 

方
法
第
十
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

「
ヨ
剖
 
居
宅
介
倭
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
の
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
 
第
十
三
条
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
 
 
 

号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
 
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
号
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
 
 
 

と
。
 
 

三
十
四
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
 
 

強
化
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
「
通
所
介
護
費
等
算
定
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
号
、
 
 
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
 
 

十
七
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
の
基
準
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
八
号
）
 
第
十
三
条
第
七
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
一
 
 
 

号
ま
で
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
 
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
十
五
号
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
 
に
定
め
る
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
 
 
 

と
。
 
 

≠
盈
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
・
ロ
 
 
（
略
）
 
 

十
l
対
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

に
お
け
る
在
宅
・
入
所
相
互
利
用
加
算
の
基
準
 
 

在
宅
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
期
間
中
の
介
護
支
援
専
門
員
と
入
所
す
る
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
介
護
支
援
専
 
 
 

門
員
と
の
間
で
情
報
の
交
換
を
十
分
に
行
い
、
双
方
が
合
意
の
上
介
護
に
関
 
 
 

す
る
目
標
及
び
方
針
を
定
め
、
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
当
該
目
 
 
 

標
及
び
方
針
の
内
容
を
説
明
し
、
同
意
を
得
て
い
る
こ
と
。
 
 

¶
跡
 
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
 
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
経
口
維
 
 
 

持
加
算
の
基
準
 
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 

一
九
頁
 
 
 

260  



三
十
七
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 

三
十
六
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
集
中
減
算
の
基
準
 
 

正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
前
六
月
 
 
 

間
に
作
成
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指
定
訪
問
介
護
、
 
 
 

指
定
適
所
介
護
又
は
福
祉
用
具
貸
与
 
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
訪
問
介
護
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
提
供
総
数
の
う
ち
、
同
一
の
訪
問
介
護
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
等
に
係
る
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 
の
九
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
 
 

イ
 
特
定
事
業
所
加
算
日
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

刑
 
地
域
包
括
支
援
セ
 
 

㈲
 
算
定
目
が
属
す
る
月
の
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
要
介
護
状
態
区
分
 
 

㈲
 
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者
 
 

櫛
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
 
 

仙
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
主
任
介
護
支
援
 
 

当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
に
対
 
 

㈲
 
 
 

介
護
支
援
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

場
合
に
お
い
て
も
、
 
 

が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
占
め
る
割
合
が
 
 

等
の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

し
、
計
画
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

項
に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。
 
 

員
を
三
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

百
分
の
五
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

専
門
員
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
居
宅
 
 
 

ン
タ
ー
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
 
 

十
九
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
加
算
の
基
準
 
 

十
八
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
特
定
事
業
所
集
中
減
算
の
基
準
 
 

正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
前
六
月
 
 
 

間
に
作
成
し
た
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
指
定
訪
問
介
護
、
 
 
 

指
定
適
所
介
護
又
は
福
祉
用
具
貸
与
 
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
訪
問
介
護
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
提
供
総
数
の
う
ち
、
同
一
の
訪
問
介
護
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
等
に
係
る
事
業
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
も
の
の
占
め
る
割
合
が
百
分
 
 
 

の
九
十
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
 
 

ト
 
地
域
包
括
支
援
セ
 
 

ホ
 
算
定
目
が
属
す
る
月
の
前
三
月
間
に
お
け
る
利
用
者
の
総
数
の
う
ち
、
 
 

イ
 
主
任
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
る
管
理
者
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
 
 

ロ
 
常
勤
か
つ
専
従
の
介
護
支
援
専
門
員
を
三
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
 
 

へ
 
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
け
る
介
護
支
援
専
門
員
に
対
し
 
 

ニ
 
二
十
四
時
間
連
絡
体
制
を
確
保
し
、
か
つ
、
必
要
に
応
じ
て
利
用
者
等
 
 

ハ
 
利
用
者
に
関
す
る
情
報
又
は
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
当
た
っ
て
の
留
意
事
項
 
 

支
援
を
・
提
供
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

合
に
お
い
て
も
、
 
 

占
め
る
割
合
が
百
分
の
六
十
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

員
の
管
理
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
配
置
し
て
い
る
場
合
に
お
 
 

終
了
す
る
と
と
も
に
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
内
の
介
護
支
援
専
門
 
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
及
び
要
介
護
五
で
あ
る
者
の
 
 

に
係
る
伝
達
等
を
目
的
と
し
た
会
議
を
定
期
的
に
開
催
す
る
こ
と
。
 
 

し
、
主
任
介
護
支
援
専
門
員
の
研
修
課
程
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
 
 

し
、
当
分
の
間
、
介
護
支
援
専
門
員
と
し
て
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
 
 

の
相
談
に
対
応
す
る
体
制
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

計
画
的
に
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

当
該
支
援
が
困
難
な
事
例
に
係
る
者
に
指
定
居
宅
介
護
 
 
 

ン
タ
ー
か
ら
支
援
が
困
難
な
事
例
を
紹
介
さ
れ
た
場
 
 

二
〇
頁
 
 
 



四
十
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
 
 
 

準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
．
第
十
三
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
 
 
 

第
七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

三
十
九
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
 
 
 

の
基
準
 
 

員
を
二
名
以
上
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

ヨ
¶
州
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 
 

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
十
一
条
第
五
項
、
第
四
十
二
条
第
七
 
 
 

項
又
は
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

方
法
第
十
一
号
」
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
 

ロ
 
特
定
事
業
所
加
算
㈱
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
こ
 
 
 

と
。
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
介
護
支
援
専
門
 
 

闇
 
専
ら
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
に
当
た
る
常
勤
の
主
任
介
護
支
援
 
 

川
 
イ
畑
、
㈲
、
㈱
及
び
仰
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。
 
 

㈹
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
提
供
 
 

刷
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
又
は
特
定
事
業
所
集
中
減
 
 

㈱
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し
 
 

専
門
員
等
を
配
置
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

算
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

専
門
員
一
人
当
た
り
四
十
名
未
満
で
あ
る
こ
と
。
 
 

を
受
け
る
利
用
者
数
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 

二
十
一
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
 
 
 

第
七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
 
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
 
 
 

成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
十
一
条
第
五
項
、
第
四
十
二
条
第
七
 
 
 

項
又
は
第
五
十
四
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

リ
 
居
宅
介
護
支
援
費
に
係
る
運
営
基
準
減
算
又
は
特
定
事
業
所
集
中
減
算
 
 

チ
 
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
が
実
施
す
る
事
例
検
討
会
等
に
参
加
し
て
 
 

ヌ
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
に
お
い
て
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
う
利
 
 

委
託
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

用
者
数
が
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
介
護
支
援
専
門
員
一
人
当
 
 

た
り
三
十
玉
名
以
内
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
介
護
予
防
支
援
に
係
る
業
務
の
 
 

の
適
用
を
受
け
て
▼
い
な
い
こ
と
。
 
 

い
る
こ
と
。
 
 

ニ
ー
頁
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四
十
三
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

四
十
二
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
 
 

〇  
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
ヰ
一
 
 
 

の 

基 
準  

励 
包酌 
酌 

Ⅷ 
濫 
凹 

－ 

野 
面 
抗 

巴 
臼 
巴 
日 
岨開 

閉 
闇 
詣 
塑 

胤酌 

酌 

■  

娼 

退 
呵 
山抑  

イ
 
 闇

 
イ
恩
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

仙
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
当
該
施
設
か
ら
退
所
し
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

闇
 
退
所
者
の
退
所
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
当
該
施
設
の
従
業
者
 
 

Ⅲ
 
算
定
日
が
属
す
る
月
の
前
六
月
間
に
お
い
て
当
該
施
設
か
ら
退
所
し
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
榔
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
 
 

間
を
超
え
て
い
た
者
に
限
る
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
三
十
を
超
え
 
 

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
期
間
が
一
月
 
 
 

以
上
継
続
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
記
録
し
て
い
る
こ
と
 
 

た
者
の
総
数
の
う
ち
、
当
該
期
間
内
に
退
所
し
、
在
宅
に
お
い
て
介
護
 
 

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
退
所
者
の
在
宅
に
お
け
る
生
活
が
一
月
 
 
 

が
居
宅
を
訪
問
し
、
又
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
か
ら
情
報
提
供
 
 

在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
〓
 
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

間
を
超
え
て
い
た
者
に
限
る
。
）
の
占
め
る
割
合
が
百
分
の
五
十
を
超
え
 
 

を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
（
当
該
施
設
に
お
け
る
入
所
期
間
が
一
月
 
 
 

た
者
の
総
数
の
う
ち
、
当
該
期
間
内
に
退
所
し
、
在
宅
に
お
い
て
介
護
 
 

て
い
る
こ
と
。
 
 

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 

言
亨
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
 
 

ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

二
十
三
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
身
体
拘
束
廃
止
未
実
施
減
算
の
 
 
 

基
準
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

二
十
二
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
墓
 
 
 

碑
 
 

分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
五
十
」
 
と
す
る
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
百
 
 

二
二
頁
 
 
 



四
十
四
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
（
老
人
性
認
知
症
疾
患
療
養
病
棟
を
有
す
 
 

第
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

呵
刊
剥
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

四
十
九
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 
 

萄
判
 
 

四
十
七
 
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
 
 

四
十
六
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
 
 
 

の
基
準
 
 

第
七
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

苛
」
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

五
十
 
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 

第
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

笥
州
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

l
 対

四
嘲
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

算
の
基
準
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
 
第
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
第
 
 

七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
三
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
 
 

認
知
症
患
者
受
入
加
算
の
基
準
 
 

第
三
十
二
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
 
 

百
分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
三
十
」
 
と
す
る
。
 
 

る
病
院
に
お
け
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
除
く
。
）
 
に
お
け
る
若
年
性
 
 

い
て
、
同
号
イ
闇
日
中
 
「
通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
口
及
び
ハ
」
 
と
 
 

第
十
九
号
イ
惚
、
口
吻
及
び
ハ
②
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

第
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

ヨ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
 
 

二
十
六
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 

二
十
四
 
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
在
宅
復
帰
支
援
機
能
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 
 

二
十
五
 
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
に
係
る
緊
急
時
介
護
予
防
訪
問
看
護
加
算
の
 
 
 

基
準
 
 
 

珂
コ
瑚
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
一
号
）
 
第
十
四
条
第
五
項
、
第
四
十
三
条
第
 
 

七
項
又
は
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
。
 
 

第
十
五
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
中
 
「
百
 
 

分
の
二
十
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
百
分
の
三
十
」
 
と
す
る
。
 
 

二
三
頁
 
 
 



費
に
お
け
る
運
動
器
機
能
向
上
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 
 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

五
十
二
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 
 
 

及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
 
 
 

す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

司
¶
ヨ
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

費
に
お
け
る
事
業
所
評
価
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
 
 
 

護
費
の
ハ
の
注
の
ホ
、
ニ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
ホ
の
注
の
ホ
又
は
介
護
予
 
 
 

防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ロ
の
注
の
ホ
、
ハ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
 
 
 

こ
の
注
の
ホ
に
掲
げ
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
 
 
 

い
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
、
栄
養
改
善
サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
 
（
以
下
 
「
選
択
 
 
 

的
サ
ー
ビ
ス
」
 
と
い
う
。
）
 
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
他
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
川
に
規
定
す
る
数
で
除
し
て
得
た
数
 
 

恩
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
 
 

が
〇
・
七
以
上
で
あ
る
こ
と
。
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

提
供
が
終
了
し
 
 

指
定
介
護
予
防
支
援
事
 
 

援
状
態
区
分
と
比
較
し
 
 

標
に
照
ら
し
、
 
 

支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
、
 
 

当
該
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

た
と
認
め
る
者
に
限
る
。
）
の
数
に
、
 
 

を
利
用
し
た
後
、
評
価
対
象
期
間
に
行
わ
れ
る
要
 
 
 

業
者
が
介
護
予
防
 
 

て
、
要
支
援
状
態
区
分
に
変
更
が
な
か
 
 

当
該
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
 
 

事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
定
め
る
目
 
 

要
支
援
更
新
認
定
 
 

の
要
支
 
 
 

費
に
お
け
る
運
動
器
機
能
向
上
加
算
の
基
準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
及
び
第
十
五
号
に
規
定
す
る
基
準
の
 
 
 

い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

ヨ
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
、
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
 
 
 

及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
に
お
け
る
栄
養
改
善
加
算
の
基
 
 
 

準
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
、
第
十
五
号
及
び
第
十
九
号
に
規
定
 
 
 

す
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。
 
 

二
十
八
 
介
護
予
防
通
所
介
護
費
及
び
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
 
 
 

費
に
お
け
る
事
業
所
評
価
加
算
の
基
準
 
 

イ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
適
所
介
護
費
の
ハ
の
注
 
 
 

の
ホ
、
ニ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
ホ
の
注
の
ホ
又
は
介
護
予
防
適
所
リ
ハ
ビ
 
 
 

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
ロ
の
注
の
ホ
、
ハ
の
注
の
ホ
若
し
く
は
こ
の
注
の
ホ
に
 
 
 

掲
げ
る
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
 
 
 

て
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
運
動
器
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
、
栄
養
改
善
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
又
は
口
腔
機
能
向
上
サ
ー
ビ
ス
 
（
以
下
「
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
 
（
略
）
 
 

ハ
 
闇
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
を
Ⅲ
に
規
定
す
る
数
で
除
し
て
得
た
数
 
 

闇
 
選
択
的
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
 
 

が
二
を
超
え
る
こ
と
。
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
一
 
 

援
状
態
区
分
と
比
較
し
て
、
要
 
 

支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
、
 
 

目
標
に
照
ら
し
、
当
該
介
護
予
防
サ
ー
 
 

の
提
供
が
終
了
し
た
と
認
め
 
 

（
指
定
介
護
予
防
支
援
事
業
 
 者
が
介
護
予
防
 
 

る
者
に
限
る
。
）
 
の
数
に
、
 
 

支
援
状
態
区
分
に
変
更
 
 

当
該
要
支
援
更
新
認
定
等
 
 

た
後
、
評
価
対
象
期
間
に
行
わ
れ
 
 

（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
 
 

一
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 

ビ
ス
事
業
者
に
よ
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
に
定
め
る
 
 

の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 

が
な
か
っ
た
者
 
 

次
の
H
及
び
 
 

る
サ
ー
ビ
ス
 
 

の
前
の
要
支
 
 

二
四
頁
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五
十
四
 
介
護
予
防
適
所
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
化
加
算
の
 
 
 

葛
 
 

五
十
七
 
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
 
 

五
十
六
 
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
強
 
 
 

化
加
算
の
基
準
 
 

五
十
五
 
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
 
 

方
法
第
十
七
号
」
 
 

方
法
第
十
六
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

方
法
第
十
五
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

体
制
強
化
加
算
の
基
準
 
 

化
加
算
の
基
準
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
四
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
 
 

通
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
三
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
二
号
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
十
四
号
」
 
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

イ
必
中
 
「
適
所
介
護
費
等
算
定
方
法
第
一
号
イ
及
び
ハ
」
 
と
あ
る
の
は
、
「
 
 

第
十
九
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
二
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
 
 

第
十
六
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

第
十
三
号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
②
中
 
「
 
 

合
計
数
に
二
を
乗
じ
て
得
た
数
を
加
え
た
も
の
 
 

定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
一
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
 
 

新
認
定
等
に
よ
り
要
支
援
 
 

更
新
認
定
等
に
よ
り
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
も
の
の
人
数
及
び
要
支
援
 
 

等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
 
 
 

要
支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
も
の
の
 
 

更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

一
と
判
定
さ
れ
た
も
の
又
は
要
支
援
更
新
認
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
号
イ
闇
中
 
「
 
 

「
適
所
介
護
費
等
算
定
 
 

人
数
の
 
 

口
 
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
 
 

H
 
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
二
の
者
 
 

口
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
者
の
人
数
に
H
及
び
口
に
掲
げ
る
数
を
 
 

乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
加
え
た
も
の
 
 

も
の
 
十
 
 

も
の
又
は
要
支
援
更
新
認
定
等
の
前
の
要
支
援
状
態
区
分
が
要
支
援
 
 

れ
た
も
の
 
五
 
 

で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
お
い
て
非
該
当
と
判
定
さ
れ
た
 
 

で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
よ
り
要
支
援
一
と
判
定
さ
れ
た
 
 
 

一
の
者
で
あ
っ
て
、
要
支
援
更
新
認
定
等
に
よ
り
非
該
当
と
判
定
さ
 
 

二
五
頁
 
 
 



二
六
頁
 
 
 



○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
六
号
）
 
 
 

四
 
指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 
 

イ
 
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
適
所
介
護
事
 
 
 

業
所
に
係
る
指
定
適
所
介
護
事
業
者
が
指
定
介
護
予
防
適
所
介
護
事
業
者
 
 
 

の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
 
 
 

は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
 
 

三
 
指
定
訪
問
看
護
に
お
け
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
 
 

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
二
号
 
 

）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
 
 

め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 

二
 
指
定
訪
問
入
浴
介
護
に
 
 

一
 
指
定
訪
問
介
護
に
 
 

訪
問
看
護
費
の
注
6
 
 

表
の
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
5
 
 

費
単
位
数
表
」
 
 

一
月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
百
回
以
下
の
 
 

こ
と
。
 
 

定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
厚
生
沓
宙
示
笥
九
号
）
 
馴
泰
掛
感
威
密
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
居
 
 

る
こ
と
。
 
 

た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
 
 

一
月
当
た
り
延
訪
問
回
数
が
二
 
 

一 

月 

当 

た 

り 

延訪 

問 
回 
数 
が 

百 
回 
以 
下 
の 

指 
定 
訪 

問介 

護 
劉 
泉 
粛 
で 
ぬ  

と
い
う
。
）
 
の
訪
問
介
護
費
の
注
‖
に
係
 
 

に
係
る
施
設
基
準
 
 

お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
 
 

る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

お
け
る
指
定
居
宅
 
 

を
含
む
。
 
 

に
係
る
施
設
基
準
 
 
 

十
回
以
下
の
指
定
訪
問
入
 
 

」
摺
臓
伊
璧
T
㌧
u
t
牒
川
軒
も
↓
．
T
 
 

巨
 
」
星
r
藍
川
r
1
．
－
－
 

ト
 

八  

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
 
 
 

指
定
訪
問
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
 
 

ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
 
 

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
 
 

宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
 
 

看
護
事
業
所
で
あ
る
 
 

る
施
設
基
準
 
 

浴
介
護
事
業
所
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
 
 

二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
 
及
び
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
 
 

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
二
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
 
 

）
 
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
 
 

め
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
 
 
 

指
定
適
所
介
護
の
施
設
基
準
 
 

イ
 
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
通
所
介
護
事
 
 
 

業
所
に
係
る
指
定
適
所
介
護
事
業
者
 

の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
 
 
 

は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
適
所
介
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
 
 
 

た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
）
が
三
百
人
以
内
の
指
定
通
所
介
護
 
 
 

止
闇
撼
Ⅷ
姐
牒
耳
パ
】
欄
甘
亘
㍉
て
 

．
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

轟
登
1
≠
ト
H
t
㌦
r
轟
1
 
 




